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（午前９時５９分 開会） 

◎開会宣告 

○議長（氏家良美君） おはようございます。ただいまから、令和８年第１回新冠町議会

定例会第２日目の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長（氏家良美君） 議事日程を報告致します。 

本日の議事日程は、御手元に配付した印刷物のとおりであります。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（氏家良美君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、６番、竹中進一議員、７番、秋

山三津男議員を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 執行方針（町長・教育長） 

○議長（氏家良美君） 日程第２、執行方針を行います。 

はじめに、町長より町政執行方針を述べたい旨の申し出がありますので、これを許しま

す。 

山本町長。 

○町長（山本政嗣君） 令和８年第１回定例会の開会にあたり、令和８年度の町政執行に

関する基本方針ならびに主要施策の概要について申し上げます。 

私は、昨年４月に執行されました新冠町長選挙におきまして、町民の皆様からご審議を

賜り、５月より町政の重責を担わせていただいております。 

就任以来、町民の皆様、議員各位、関係機関の御理解と御協力のもと、山積する諸課題

に対して、誠心誠意取り組んでまいったつもりでございます。ここに改めて、深甚なる敬

意と謝意を表する次第でございます。 

さて、国政におきましては、先の衆議院議員総選挙を経て、新たな政治的枠組みのもと

で政策運営が進められております。 

今後、高市政権による「責任ある積極財政」の理念に基づき、経済対策や少子化対策、

地方創生、防災・減災などの分野において、政策形成のスピードと実行力が高まっていく

とともに、政策転換の動きも活発化していくものと期待するところであります。 

一方で、これらの動きは地方自治体に新たな役割と責任をもたらし、事務負担の増大や

財政需要の拡大を伴う可能性もあり、地方自治体には、より高度で持続可能な行財政運営

が求められていくことも認識しなければいけません。 

新冠町といたしましては、国の施策動向を的確に見極めつつ、必要な施策を確実に取り

組みながら、将来負担の抑制と財政規律の確保を基本に、町民生活の安定と地域社会の持
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続的発展を支える町政運営に努めてまいる所存でございます。 

次に、町政運営に臨む基本姿勢について申し上げます。 

私は町長就任に当たりまして、「次世代（あした）につなごうふるさと（新冠）の未来」

これを町政運営の基本理念として掲げました。 

先人が築き上げてこられた新冠町の歩みを確かなものとして次世代へ引き継ぐことは、

現代に生きる私たちに課せられた責務であります。 

しかしながら、当町を取り巻く環境は、人口減少と少子高齢化の進行、著しい物価高騰、

社会保障関係経費の高騰、公共施設の老朽化などの要因によりまして、財政状況は極めて

厳しく、財政構造の硬直化が進行をしております。 

令和８年度は、私の任期における本格的な政策展開の年となりますけれども、徹底した

行財政改革を町政運営の最重要課題に位置づけ、事務事業の抜本的な見直しや、公共施設

の再編・最適化、行政サービス水準の検証、組織体制及び職員配置の再構築、安定的な財

源確保策の強化などに、全庁を挙げて取り組んでまいる考えでございます。 

これらの取り組みは、短期的には、町民の皆様に一定のご理解とご負担をお願いする局

面を伴う場面も生じることと思いますけれども、将来世代に責任ある町政を引き継いでい

くためには、避けて通ることのできない課題であると認識をしております。 

なお、各分野の具体的な施策につきましては「主要施策の推進」の中で述べさせていた

だきます。 

続いて、令和８年度の予算編成について申し上げます。 

令和８年度の予算編成にあたりましては、厳しい財政制約のもとではありますが、町民

生活を支える基礎的行政サービスの安定的な提供を確保するとともに、行政関与の必要性、

緊急性、費用対効果を総合的に勘案し、限られた財源を重点的かつ効果的に配分すること

を基本方針として編成を行いました。 

令和８年度一般会計予算案の総額は、前年度当初予算比１．５％減の６１億３７００万

円となっております。 

歳入予算案の概要でございますが、自主財源の柱となる町税におきましては、法人町民

税、固定資産税をはじめ、全ての税目で増収を見込み、町税全体で、前年度当初予算対比

１．８％、１２７５万７千円の増収を見込んでおります。 

また、歳入の中で最も大きな割合を占める地方交付税につきましては、国が示しました

令和８年度地方財政計画や近年の交付実績等を勘案し、前年度当初予算対比５．３％増の

１億５０００万円の増額を見込んでおります。 

一方、歳出予算案につきましては、人件費や扶助費等の義務的経費が増額しているもの

の、投資的事業の抑制や事業完了に伴う減額、ならびに単独事業費の縮減に努め、歳出全

体の適正化を図ったところであります。 

なお、４つの特別会計及び２つの企業会計の予算総額は、２４億４０４８万５千円とな

り、一般会計を含めた令和８年度当初予算案の総額は前年度比０．８％減の８５億７７４
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８万５千円でございます。 

次に、主な施策の推進について申し上げます。 

まず１つ目、健康で安心して暮らせるまちづくりについてであります。 

はじめに、地域福祉の充実についてでありますが、地域における高齢者、障がい者、児

童、その他福祉の各分野の共通的な事項を盛り込み、各種福祉計画の上位計画と位置づけ

ております「新冠町地域福祉計画」におきましては、「誰もがつながり、共に支え合い、安

心して暮らせる福祉のまちにいかっぷ」これを基本理念とし、年齢や障害の有無にかかわ

らず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、福祉制度によるサービスだ

けではなく、地域に住む各々が支え手であり、受け手であり、地域住民全体が支え合って

共に生きる地域共生社会を構築していくことを目指しております。 

このため、保健、福祉、介護、医療等様々な分野や社会福祉協議会と連携し、地域生活・

健康課題に対する支援やサービスの提供を通じて、町民同士が互いに支え合う地域福祉活

動を推進してまいります。 

また、急速に進行する少子高齢化社会の中で、わがまちに暮らすことに幸せと誇りを感

じ、それを共有することは、まちの発展にとって大切な要素であると考えから、当町で婚

姻届を提出し、新たな生活をスタートする新婚夫婦を祝福し、末永く幸せな家庭を築いて

頂く結婚記念品贈呈事業は、人生の節目の思い出になると好評を得ていることもございま

して、気持ちの通う住民サービスとして継続してまいります。 

さらに、子どもを授かりたいという段階から妊娠、出産、子育て期にわたる支援におき

ましては、安心して子どもを産み育てられる環境づくりをより一層推進するため、妊産婦

や子育て家庭に寄り添う伴走型相談支援の充実に努めるとともに、母子保健事業をはじめ、

妊婦のための支援給付金の支給など、経済的支援についても継続して実施してまいります。

また、不妊治療に対する助成事業の拡大や無痛分娩を望まれる方の助成制度の創設につき

ましても、それぞれの費用の実態、あるいは対応可能な医療機関の状況等を引き続き調査

し、実施に向け検討してまいります。 

次に、児童福祉におきましては、妊娠期から１８歳になるまでの子育て期全体を通した、

切れ目のない包括的な相談・支援体制の充実と児童虐待の未然防止、早期発見を図るため、

本年度から母子保健機能と児童福祉機能を一体化した「こども家庭センター」を設置し、

関係機関と連携を図りながら子育て世帯を支援してまいります。 

また、経済的負担の軽減や女性の社会進出を支援するため、今年度から就学前児童に関

わる教育・保育料の完全無償化を実施してまいります。 

次に、高齢者福祉につきましては、高齢者が生きがいを実感し、できる限り介護を必要

とせず、自立した生活を送れるよう支援することが重要でありますことから、要介護認定

を受けていない６５歳以上の方々を対象としたアンケート調査を実施し、いわゆる「介護

予備軍」を把握することで、適切な介護予防や認知症予防、健康寿命の延伸につなげると

いう取り組みを継続してまいります。 
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また、地域包括支援センターを中心に適切なサービスの提供、あるいは見守り体制の強

化を図るとともに、高齢者に関わる地域の多職種が集まる地域ケア会議やケアマネジャー

との協議を通じて、地域課題のローリングを行い、医療、介護、予防、住まい、生活支援

が一体的に提供され、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを進めることができるよう、地

域ケア体制の充実に努めてまいります。 

次に障がい者福祉につきましては、障害者総合支援法に基づく、各種地域生活支援事業

の適切な実施をはじめ、社会福祉法人新冠ほくと園が運営する「相談室かける」との連携

により、障がいのある方々が安心して日常生活を送ることができるよう環境づくりを進め

てまいります。 

また、心身の発達に心配や遅れ、つまずき等がある子どもの早期発見、把握に努め、そ

れらを支援する「子ども発達支援センターあおぞら」の職員の専門性向上を図りながら、

対象となる子どもの健全な成長を助長するとともに、施設の適切な維持管理に努めてまい

ります。 

次に、町民の皆さんの健康増進と食育推進についてであります。 

特定健診及び各種がん検診につきましては、自己負担の無料化や対象年齢を３０歳に引

下げた「若年健診」を実施し、町民の健康管理や受診率向上に向けた事業の改善や充実を

図ってまいりました。 

引き続き、町民の健康増進に向けて、受診しやすい環境を整えていくとともに、健診結

果に基づく保健指導や生活習慣病予防講座・健康教育事業の充実に努めてまいります。 

食育推進事業につきましては、町民一人ひとりが健康を意識し、健全な食生活を実践で

きるよう妊娠・授乳期から高齢期までのライフステージに応じた食育事業を取り進める必

要があることから、認定こども園、小中学校、介護担当とも連携しながら、各種教室や事

業での食育教室の実施、あるいは低栄養が心配される高齢者宅への訪問指導などを積極的

に進めてまいります。 

また、予防接種法に基づき、実施をしております各種感染症に対する予防接種接種事業

につきましては、新たに定期接種として位置づけられたワクチンの適切な実施にも努めて

まいります。 

昨年度、定期接種に追加されました帯状疱疹ワクチンにつきましては、国が定める対象

年齢の６５歳の方に限定することなく、当町独自の判断により６５歳以上の希望される全

ての方へと助成対象を拡大し、早期に接種機会を提供することといたしました。 

今後におきましても、町民の皆様の健康を守ることを第一とし、国の動向を注視しなが

ら、実情に応じた柔軟な制度運用を図ってまいります。 

また、子育て世帯に対する医療費の助成につきましては、これまで中学生までを対象範

囲として実施してまいりましたけれども、新年度からは高校卒業に相当する１８歳までを

対象とするよう制度を拡充するとともに、所得制限を撤廃することで一層の福祉増進を図

り、より子育てのしやすい環境を整備いたします。 
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次に、平成３０年度から北海道が主体となり財政運営を行っております国民健康保険に

つきましては、「令和１２年度を目途として、統一保険料率」とする北海道が策定した運営

方針に基づき、令和７年度から９年度までの３か年において段階的な税率改正を進めてお

ります。 

移行期間の２年目となる令和８年度におきましても、当初計画に沿った税率改正を進め

させていただきますけれども、子育て世代に対する軽減措置等、被保険者の負担軽減を講

じながら、保険料率の統一に向け取り進めてまいります。 

次に、医療の充実についてであります。 

はじめに、日高徳洲会病院の町内移転決定に伴いまして、これまで多くの町民の「かか

りつけ医療機関」として運営してまいりました国保診療所は、令和１２年４月に予定され

る徳洲会病院の開院に合わせて閉所する方針を決定いたしましたけれども、閉所までの間

は、町民への医療提供に支障が生じないよう、引き続き、診療体制の維持に努めてまいり

ます。 

また、それと並行して、日高徳洲会病院への円滑な移行と閉所に向けた準備も着実に務

めてまいる考えでございます。 

一方、日高徳洲会病院誘致につきましては、法人側と定期的な協議の場を設けておりま

すけれども、現在は、同一敷地内への移転を計画している恵寿荘の改築計画と併せ、建物

や道路、駐車場などの配置計画を中心に検討を進めていると同時に、建設地近隣の町民の

皆様に対しては、周辺環境が少なからず変化することによる不安の軽減に向けた対話と適

宜の情報提供を持って対応していく考えでございます。 

このことは、まちづくりを将来に引き継ぐ条件として、持続可能な医療の確保は重要な

件であり、この度の日高徳洲会病院の誘致は、医療福祉の継続に資するものであり、今後

においても力強く推進してまいる考えでございます。 

次に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現についてであります。 

当町が策定いたしましたアイヌ施策推進地域計画において、判官館を「アイヌ文化共生

空間」と位置づけておりますけれども、今年度は、判官館を魅力ある文化共生空間とする

ための基本構想計画の策定に着手するとともに、引き続き、アイヌ協会と連携した文化の

保存・伝承に加え、生活や福祉の向上に努めてまいります。 

次に、２つ目の潤いある環境を創出するまちづくりについてであります。 

はじめに、地球温暖化対策についての町としての取り組みについてでありますけれども、

二酸化炭素の排出を限りなくゼロに近づける取り組みであるゼロカーボンの取り組みは、

再生可能エネルギーエネルギーの利用を中心とする取り組みであり、国においても地球温

暖化抑制の立場から再生可能エネルギーの普及を推進しているところであります。 

しかしながら、近年ではメガソーラーの設置を巡って、自然環境や生活環境への影響、

防災上の懸念などが指摘され、地域との摩擦が生じている事例が散見されます。 

こうした状況から、今後は再生エネルギーの導入にあたり環境との調和を重視する姿勢
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がこれまで以上に求められ、町独自の条例整備等が必要と考え、現在条例の策定作業を進

めているところであります。 

条例におきましては、自然環境の保全と再生可能エネルギーの利用、その両立を趣旨と

し、当町に適した条例とする考えであり、今後関係機関への意見聴取などを進め、議会協

議に付してまいりたいと考えております。 

次に環境衛生の向上についてでありますけれども、ごみ処理・リサイクルの推進につき

ましては、引き続き、町民の皆さんとの協働による３Ｒいわゆる（リユース、リデュース、

リサイクル）の取り組みを推進し、ごみの減量化に努めてまいりますとともに、日高中部

衛生組合におきまして環境センターの長寿命化工事を実施しておりますので、引き続き、

新ひだか町とともに、令和９年度の完成に向け事業を着実に進めてまいります。 

また、公共下水道処理区域外における合併処理浄化槽の設置につきましては、環境衛生

の向上と自然環境の保護を図るため、定住・移住促進制度の対象分も含めた助成を継続し

てまいります。 

さらに、火葬場、墓地につきましては、祖先を敬い、生命の尊厳を守るための極めて重

要な施設でございますので、引き続き、合葬墓の利用も含め、町民の皆さんが将来にわた

り安心できる環境整備に努めてまいります。 

続いて３点目、快適で暮らしやすいまちづくりについてであります。 

はじめに、住環境の整備について申し上げます。本年度におきましても、国の交付金事

業を活用いたしました「東栄団地１号棟外部改修工事」及び「住宅リフォーム助成金交付

事業」を継続し、町民の皆さんの住環境の支援を行ってまいります。 

次に、空き家等の対策につきましては、「第２次空家等対策推進計画」に基づき、本年度

も危険空き家の除却を推進するため、不良空家等除却補助事業を継続するとともに、所有

者の把握及び適切な維持管理等の指導啓発に努めてまいります。 

次に、水道事業につきましては、単独事業にて、太陽地区「水利施設等保全高度化事業」

また、道営事業にて、新明地区「営農飲雑用水施設整備事業」を新規で着手するほか、下

水道事業につきましては、交付金事業を活用し、マンホールポンプ所外電気設備改築更新

事業を継続してまいります。 

また、河川事業におきましては、「緊急自然災害防止対策事業債」を活用し、護岸等破損

箇所の補修工事並びに排水路の整備工事を適宜行い、引き続き、河川施設の予防保全、減

災対策などに努めてまいります。 

次に、道路事業につきましては、道営事業の活用により、東泊津・大富地区を対象に、

改良所舗装を目的とした「道営農村整備事業」が継続されることになっておりますほか、

「緊急自然災害防止対策事業債」を活用し、排水施設の改修工事を適宜行い、道路施設の

予防保全、減災対策などに努めてまいります。 

また、橋梁の長寿命化工事につきましても、国庫補助事業を活用し、修繕や改修事業を

継続してまいることとしております。 
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次に、地域公共交通の確保対策についてであります。 

令和３年３月３１日をもって鉄路が廃止となって以降、日高の公共交通はバス交通が担

うこととなり、コロナ禍を経た今、その運行体系は最適化を求められております。 

当町におきましては、長く定時定路線をもって運行していた地域巡回バスは、利用者の

有無にかかわらず運行することから効率化の検討が急務な状況にあったため、改善策の協

議検討を重ねた結果、予約運行方式であるデマンド運行が事業経費軽減と利用者の利便性

向上につながると判断をいたしまして、事業化への取り組みを進めたところであります。 

現在は、デマンド運行が新冠町の交通環境に適用可能かどうかを判断する実証事業とし

て運行しておりますけれども、令和８年度からは、本格運行として事業推進することとし

ております。 

実証運行においては、利用予約をＬＩＮＥアプリで行うことを可能とし、更には複数の

予約の中にあっても、最適経路をＡＩに判断させさせるＡＩデマンド運行とするなど情報

技術を導入しておりますけれども、本格運行に移行後は、利用状況と経費負担を比較し、

当町にとっての最適な交通体系を目指し、検討協議を継続することとしております。 

次に、４点目、安心で安全で安心して暮らせるまちづくりについてであります。 

昨年は、青森県東方沖を震源といたします大規模地震など、日本各地で地震が相次ぎ、

当町においても沿岸地域に津波警報が発表されました。 

その際の避難体を通じて浮き彫りとなった避難所における暑熱対策や、高台避難時にお

ける車両混雑への対応など、現場の課題に即した防災体制の強化に努めてまいります。 

また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震によります大津波の発生が切迫する中、ハー

ド面の対策も着実に進めてまいります。 

特に、津波避難対策が急務であった節婦町地区におきましては、令和６年度より着手い

たしました「津波避難タワー」の建設工事が、本年度に完成を迎える予定であります。 

完成後は速やかに供用を開始するとともに、地域住民の皆様と連携した実践的な避難訓

練を実施し、施設を最大限に活用した「誰もが安全に避難できる」そんな体制の構築に努

めてまいります。 

また。ソフト面におきましては、自主防災組織となる各自治会への活動支援を継続し、

地域防災力の底上げを図ってまいります。 

あわせて、高齢者や障がいをお持ちの方など、避難に際して配慮を要する方々が取り残

されることのないよう、避難支援体制の在り方について検討を深めてまいります。 

これらハード、ソフト両面からの対策を進め、災害に強く、誰もが安心して暮らせる強

靱なまちづくりに、全力を挙げて取り組む所存でございます。 

次に、交通安全についてであります。 

交通事故の防止には、一人ひとりが人命の尊さを認識し、日常生活を通じて自主的に交

通安全に取り組む必要がございますが、そのためには、交通安全意識の高揚を図ることが

必要であります。 
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今後も交通安全推進委員会と連携をし、交通安全指導員への活動支援や啓発活動、道路

交通環境整備など、総合的な交通安全対策に努めてまいります。 

さらに、町民生活の安全の確保、地域の安全の確保に向け、引き続き、防犯協会や関係

機関との連携を図り住みよいまちづくりを目指してまいります。 

続いて５点目、力強く安定した産業づくりについて申し上げます。 

はじめに、農業の振興についてであります。令和８年度は、第７次農業振興計画の最終

年度にあたりますが、基本方針に基づいた施策を推進することと併せて、次期農業振興計

画の策定に関しましては、各生産分野における諸課題の解決に向けまして、産業団体や関

係機関、各生産振興会の協力をいただき、策定事務を取り進めてまいります。 

また、新規就農対策におきましては、独立就農した農業支援員に対するサポート体制を

維持し、経営安定に向けた支援を図ってまいります。 

水稲、畑作部門におきましては、水田の畑地化が促進されておりますけれども、安定的

な農産物の生産に向け、引き続き制度の周知と円滑な推進に努めてまいります。 

また、施設園芸作物では高温化に対応するため自動換気設備等の設置を推進し、生産数

量の確保に向けて取り組んでまいります。 

軽種馬振興につきましては、生産販売対策への、町独自支援を継続継続し、新冠産馬の

販売向上につなげるとともに、地方競馬の協賛レースの実施を通じ、馬産地新冠のＰＲに

努めてまいります。 

酪農振興におきましては、乳牛検定組合や酪農ヘルパー組合の運営支援を継続するとと

もに、牧野運営における預託事業を通じ、生産現場における自給飼料や労働力不足の解消

を図り、放牧管理を介した家畜の健康増進に努めてまいります。 

肉用牛の振興におきましては、繁殖牝牛の導入を支援するとともに、町有牛を活用した

受精卵の原価提供事業を継続し、安定した繁殖基盤の構築に努めてまいります。 

町有牧野につきましては、開設から６２年を経過し酪農、肉牛農家の産業構造の変化が

顕著であること、及び牧野施設や作業機械の老朽化が進んでおりますことなど、将来を見

据えた中で、見直す必要があると判断をしております。 

既に、関係団体や利用されている皆様へ御説明させていただいておりまして、様々なご

意見、ご提言を頂いたところでありますので、これらご意見等を踏まえながら、より良い

畜産振興に向け、見直しの方針化を図ってまいります。 

次に、有害鳥獣対策についてであります。 

有害鳥獣による農作物の被害につきましては、高止まり傾向にございます。 

特に、ヒグマ生息域の拡大による市街地近郊での出没増加が懸念されておりますので、

人の生活圏域への侵入を防止するゾーニング対策を推進するほか、警察や地元猟友会など

関係機関との連携、協力により有害鳥獣全般の駆除対策に取り組んでまいります。 

また、ガバメントハンターの導入に関しても、関係機関と協議し、前向きな検討を行い

ます。 
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次に林業の振興についてであります。 

町有林におきましては、本年度も森林経営計画に基づき伐期を迎えた人工林の皆伐のほ

か、植林や下刈り、間伐など適切な森林整備に努めてまいります。 

民有林の振興につきましても、森林環境譲与税を活用し公共補償の対象とならない森林

整備事業等に補助を行ってまいります。 

次に、水産業の振興についてであります。 

水産業は環境の変化を最も受けやすい産業であり、気象や海水温、海流などの細かな変

化が漁獲量へ著しい影響を及ぼします。 

北海道や関係団体等との連携によりまして実施をしているタコ産卵礁設置事業やホッキ

最少成貝の放流事業、マツカワの稚魚放流事業につきましても継続的に実施をし、資源の

育成・管理に努めてまいります。 

また、造り育てる漁業と漁業の持続性への取り組みでございますが、実現可能な養殖生

産の可能性や、漁業の担い手確保策の取り組みなどにつきまして、漁協との協議を深める

など関係機関と連携し、漁業に携わる人材の確保策を推進してまいります。 

また、観光振興に目を向けますと、２月２８日に開設をした新冠インターチェンジは、

道央圏を中心に各圏域とのアクセス時間を短縮するほか、当町の観光の魅力を広くアピー

ルする大きな推進力になるものと考えております。 

その上で、当町への流入人口にどのような変化が生まれるのか、しっかりと見極め、将

来を見据えた施策の樹立と事業の推進に努めることといたします。 

そのような中、潮風等の自然環境によって経年劣化が進んだ馬の大壁画を更新し、改め

て当町の観光シンボルとしての発信力を高める考えであります。 

実施に当たりましては、ガバメントクラウドファンディングで資金支援を募ることで、

関係人口の増加につなげ、観光振興につなげていくこととしております。 

次に、商工業の振興についてでありますが、小売店を中心とした商工業者の経済活動は、

人々の働く場の提供と日用品を中心とした生活必需品の購買機会を確保するという生活に

欠かせない事業活動であります。 

そのためには、携わる事業者の皆さんの経営安定化を図ることが大切であり、商工会の

役割も重要となります。 

このため、町は商工会が行う経営改善普及事業などを支援することで商工業振興を図っ

てまいります。 

また、町内に新たな企業が立ち上がることは、町内経済の活性化に資すると考え、民間

事業者による町内創業について支援をしていくこととしております。 

この支援制度は、起業促進のみを目的とすることなく、併せて地場産品の開発について

も支援するなど、関係制度を充実させることで地域資源の活用促進を図る考えであります。 

当町における企業環境が好転している現在、起業、商品開発を支援することで町の経済

活性化を推進してまいります。 
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次に、６項目目、郷土を愛し生きる力を育む人づくりについてであります。 

教育行政につきましては、教育に関する総合的な施策である「新冠町教育大綱」に掲げ

る基本理念「生きる力を育みふるさと愛を深める新冠の教育」を推進するため、総合教育

会議を通じて教育委員会と政策の方向性を共有し、教育環境の充実を図ってまいります。 

まず、これまで幼・小・中の連携した教育環境を充実させるために教育委員会が所管を

しておりました認定こども園ド・レ・ミにつきましては、利用者の約９割が保育的利用で

あり、児童福祉としての支援サービスであること、また、新年度から「こども家庭センタ

ー」を設置することに伴い、町部局へ移管することといたします。 

運営の所管は変わりますが、幼・小・中の連携につきましては、これまで培ってきたノ

ウハウを生かし、幼少期から義務教育課程終了まで切れ目のない教育環境を教育委員会と

連携を図り提供してまいります。 

次に、小中学校におきましては、学習指導要領に応じた授業づくりやＩＣＴ環境を活用

した授業づくりを進めるために、引き続き施設環境整備を支援し、適切な教育環境の維持

に努めてまいります。 

また、児童生徒数の減少が続いておりますが、これまで同様に各校学年毎に学習支援員

を配置し、教育環境の充実を支援してまいります。 

社会教育におきましては「新冠を愛し、新冠で学びあい持続可能なまちづくりを目指す

社会教育の推進」を最重点目標として、新冠のあらゆる機会や場所で学習することができ、

その成果を発揮するまちづくりを実現することを目指すと同時に、特徴ある事業を展開し

ながら、持続可能な社会を目指した質の高い教育を進めてまいります。 

加えて、レ・コード館をはじめといたしました各種社会教育施設では、施設機能を十分

に生かしながら生涯学習の場を提供するとともに、町民の皆さんの自主的な文化芸術活動

やスポーツ活動を支援し、引き続き安全で利用しやすい施設運営に努めてまいります。 

また、本年度から旧青年の家の運営会社となります、一般社団法人 ZERO NEXT ONE によ

り合宿誘致、スポーツ関連事業を通して、当町に新たなスポーツ環境の提供を促す取り組

みが進められますことから、これと連携を図りながら社会教育の充実を図ってまいります。 

また、これまで町は、法政大学、東京大学などのフィールドワークに協力をし、連携を

深めてまいりました。 

その中で築いた人間関係は、まちづくりに関する提言に始まり、学生が当町に深い関心

を抱くなど、関係人口の創出にもつながっていると感じております。 

そのような中、東京大学の学生の１人が同大学の休学制度を利用し、１年間当町の地域

おこし協力隊として勤務することとなりました。 

都会に住む学生が新たな視点で当町のまちづくりに貢献しようという意気込みをもって

休学してまでも挑もうとする、その気持ちに心から感謝をすると同時に大きな期待を寄せ

させていただいているところであります。 

現在は、軽種馬産業に関する企業の可能性を検討するほか、レ・コード館が収蔵するレ
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コードデーターの入力のスピード化とネット公開による町のＰＲを試みたいとの申し出を

受けており、いずれも当町にとりましては大きな貢献となる取り組みであり、町としても、

ともに推進していく考えでございます。 

次に、７点目、自立したまちづくりについてであります。 

まちづくりの推進において、町民の皆さんにまちづくりの現状を説明し、そして意見を

頂くということは、よりよい施策の実現につながり、また幅広い世代との対話、各種団体

との懇話、更には女性の視点からの意見を聞き取ることは、まちづくりを活性化させる貴

重な機会と考え、就任以来、できる限り多くの懇談機会を作ることに意を用いてまいりま

したが、より一層このことに意を尽くしてまいりたいと考えております。 

また、人口減少、少子高齢化の進行が今後も続く中、人口確保対策は全ての市町村が重

視するまちづくりテーマの一つであろうかとも考えます。 

当町におきましても、これまで定住移住政策の推進のほか医療、福祉、教育、子育てな

ど幅広い分野において人口確保につなげる施策を推進してまいりました。今後は、北星町

開発用地の一部を活用する宅地分譲計画を関係機関と調整、協議し、新たな財源確保の可

能性を求め、早期の分譲に努めていくことといたします。 

以上、令和８年度の町政執行に当たっての所信の一端と、主要施策の概要について申し

上げました。 

本方針で述べました各施策は、いずれも当町の将来を左右する重要な取り組みばかりで

あり、当町が直面する人口減少や少子高齢化の進行、激甚化、頻発化する自然災害への対

応などの諸課題は、中長期的な視点に立った的確な対応を要するものであります。 

限られた財源と時間を最大限に生かし、一つひとつの課題に正面から向き合い、持続可

能な町政運営を確立することこそが、現下における町政の最大の使命であると認識をいた

しております。 

私は町政を担う責任者として、町民の皆様の負託にこたえるべく、いかなる困難な状況

にあっても、将来を見据えた決断と実行を重ね、新冠町の発展と町民福祉の向上に全力を

尽くしてまいる所存でございます。 

結びにあたりまして、議員各位をはじめ町民の皆様におかれましては、町政運営に対し、

より一層のご理解とご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、令和８年度の

町政執行方針といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 町長の町政執行方針が終わりました。 

次に、教育行政執行方針を行います。 

下川教育長。 

○教育長（下川徳久君） ただいま、議長より発言の許可を頂きましたので、令和８年第

１回定例会の開会にあたり、令和８年度教育行政執行方針を申し上げます。 

深刻さを増す少子高齢化、混迷の度を増す世界情勢、気候変動に伴う自然災害の激甚化、

生成ＡＩなどデジタル技術の発展といった大きな変化が相まって、社会や経済の先行きに
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対する不確実性がこれまでになく高まっています。 

これからの我が国、我が郷土新冠を担う子どもたちは、このように社会の急激な変化や

環境の中を生きていくこととなります。 

未来を切り開き、一人一人が主権者となり社会を支えていく子どもたちには、ふるさと

新冠の歴史や文化を誇りとし、共に支え合い、自分の役割を認識し、逞しく「生きていく

力」をこの町で身につけていくことが必要です。 

教育委員会は、引き続き、町長との総合教育会議を通し教育に関する思いを共有し、一

体感とスピード感をもって課題解決や教育環境の充実と整備に努めるとともに、次代を担

う子どもたちが郷土を愛し、社会で「生きていく力」を身につけていくこと、そして町民

の皆さん全てが、心豊かに生きがいを感じられる暮らしができるよう、生涯学習活動を推

進し、活力ある地域社会の形成に努めてまいります。 

このような考え方に基づく基本姿勢について申し上げます。 

学校教育では、子どもたちのウェルビーイングにつながる資質、能力の育成を図ること

が大切であり、そのためには、主体的、対話的で深い学びに向けた子どもたち一人一人が

課題を持ちながら学習を進めていく「令和の日本型学校教育」を推進していくことが不可

欠です。 

「現在のウェルビーイング無しに、将来のウェルビーイング無し」の考えのもと、新冠

小学校と新冠中学校が充実した学びや仲間との触れ合いを通し勉強が分かり、友と一緒に

楽しく過ごせる学校となるよう両校を支えてまいります。 

社会教育では、町民の皆さんが、学びを行動につなげる活動を継続することは、「豊かな

心を育む」、「活動の輪を広げ支え合う」、「地域の良さを知り郷土愛を育む」という観点か

らも重要なことであり、持続可能なまちづくりの大きな力となると考えます。 

町民の皆さんが、心豊かで健康に学ぶことのできる活動を展開し、その活動がまちづく

りに生かされるものとなるよう、引き続き、「町民憲章」や「Ｒｅの精神」を意識し、特色

ある事業展開に努めてまいります。 

続きまして、教育行政執行、学校教育にあたり主要施策について申し上げます。 

はじめに、最重点目標「子どもの今を中心としたウェルビーイングの充実」であります。 

学校教育は、子どもたちが夢ややりがいを見出し、将来にわたって持続的な幸せを感じ

るウェルビーイングに向け、誰もが安心できる教育活動を継続し、子どもの健やかな学び

を保障していくことが重要であります。 

将来にわたって持続可能なウェルビーイングとするために必要なことは、まずは何より

も子どもたちの今をウェルビーイングな状態にすることが必要不可欠でありますことから、

最重点目標を「子どもの今を中心としたウェルビーイングの充実」として位置づけた上で、

次の取り組みを重点とし推進してまいります。 

１点目は、「日々の積み上げによる学力向上」についてであります。 

児童生徒一人一人が、幸せを感じながら、安心して学び、心身ともに健やかに成長する
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ことが心豊かな人生、ウェルビーイングの向上につながります。 

学校教育においては、学習指導要領における「主体的、対話的で深い学び」を実践し、

各教科を通じて身につけた力により、子どもたちの将来の可能性がより広がるよう、質の

高い教育への事業改革に引き続き取り組んでまいります。 

具体的な取り組みとして、ＩＣＴ機器及びデジタル教材を効果的に活用することで、「個

別最適な学び」「協働的な学び」の充実を図ること、子どもたちの頑張りを認めながら次の

指導改善につなげていく「指導と評価の一体化」に意を用いてまいります。 

２点目は、「豊かな心と健やかな体の育成」についてであります。 

児童生徒の心身の健やかな成長においては、考え議論する道徳教育を実践し、評価、改

善を図り、道徳教育を充実させるとともに、豊かな感性や情操を育む読書活動についても

推進してまいります。 

いじめ、不登校といった生徒指導上の課題につきましては、定期的な調査の実施や組織

的な対応が徹底されるよう各校の「いじめ防止基本方針」に基づき、学校全体で情報共有

を図りながら早期発見と早期対応に努めます。 

体力の向上につきましては、全国体力、運動能力、運動習慣等調査により、全国平均と

の比較をもとに課題を把握分析し、体育の授業改善を進めてまいります。 

また、健康安全教育については、地震、津波を想定した避難訓練をはじめとした防災教

育、熱中症や感染症対策などの指導を通じ、子どもたちが正しい知識を習得し、自ら安全

に行動できる資質能力が身につくよう、指導の充実に引き続き意を用いてまいります。 

３点目は、「特色ある教育活動の推進」についてであります。 

小中を貫く学びの創造と当町の将来的な教育環境を見据え、小中連携推進会議を開催し、

各々の役割を正しく理解することで校種間の意識の隔たりの解消と小中合同研修会の企画、

実践により、自校研修の充実と改善を継続して図ってまいります。 

更に、主権者教育とふるさと教育の観点から実施しております中学生によるまちづくり

提案については、総合的な学習の時間の中で今年度も開催し、まちづくりへの参画意識や

ふるさと愛を育む取り組みを推進いたします。 

また、ふるさと教育の充実を図るため、新冠小学校、新冠中学校ともにホロシリ乗馬ク

ラブを活用した体験学習を実施いたします。 

次に、中学校部活動の地域展開の推進についてです。 

部活動は時代の変化により従前と同様の学校主体の運営体制での存続が難しくなってい

ることから、国の方針にのっとり将来にわたり子どもたちがスポーツ、文化芸術活動に親

しむことができる機会の確保に努めてまいります。 

４点目は、「特別支援教育の充実」についてであります。 

特性を持つ児童生徒が学習や生活上の困難を克服し自立できるよう、特別支援学級担当

教員を中心とした全ての教員の特別支援教育に関する専門性を高め指導、支援の充実に努

めます。 
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また、通常学級において学習や学校生活で困り感を抱える子どもの対応として、個々の

特性に応じたきめ細かい教育相談と新冠町子ども発達支援センターあおぞらを中心とした

関係機関との情報共有を行い、通級指導教室、巡回指導教員やスクールカウンセラー派遣

事業を積極的に活用し、支援体制の充実に努めます。 

５点目は、「信頼される学校づくりの推進」についてであります。 

地域に開かれた信頼される学校づくりを実践するためには、地域から認められる教職員

の資質、能力と組織力が必要となります。 

そのため、学校長の経営ビジョンや具体的な方針、役割の分担を明確化した上で校内組

織の強化に努めます。 

また、教職員への各種研修会への参加奨励や服務規律研修を充実させることで、教職員

の資質向上と服務規律の保持を図ります。 

６点目は、「教育環境の整備」についてです。 

はじめに、小中学校の老朽化と新たな学校の創造についてでありますが、現状において、

中学校に限らず小学校についても校舎の建築から５０年を迎え老朽化が進行しており、ま

た、町内の児童生徒数についても今後急速に減少していくことが予想されます。 

このことから、新しい学校構想に向けた町立学校在り方検討委員会を昨年１０月に立ち

上げ、新冠町が今後目指す新しい学校について諮問するとともに小・中学校の改築計画に

ついて、町部局や関係機関などと協議、検討を進めているところでございます。 

町立学校あり方検討委員会による答申につきましては、今月の末を予定いたしておりま

す。 

次に、教師にとってのウェルビーイングとして、学校が働きやすさと働きがいのある職

場であるよう、働き方改革の取り組みを継続し、業務の適正化と改善に向けた指導助言を

図ってまいります。 

町費負担教職員については、ＡＬＴ及び外国語学習指導員による英語指導への対応や学

習支援員を小中学校の学年ごとに配置し、当町独自の充実した教育体制を維持いたします。 

７点目は、「幼小連携の推進」についてであります。 

認定こども園ド・レ・ミは、「家庭や地域とともに心豊かで健やかな子どもを育む」教育

理念のもと、「就学前までに身につけてほしい力」の習得を促し、スムーズな小学校への接

続を意識するとともに、全ての子育て家庭に子育ての喜びを実感できるような支援を行っ

ております。 

この認定こども園ド・レ・ミは、令和８年度より組織機構が町部局へ移行しますが、教

育委員会といたしましては引き続き、小１プロブレム対策や要支援児童の早期把握のため、

これまで同様小学校教員によるド・レ・ミ園参観を実施し、児童の困り感をなくす対応に

努めてまいります。 

続きまして、教育行政執行、社会教育にあたり主要施策について申し上げます。 

社会教育最重点目標「新冠を愛し、新冠で学び合い、持続可能なまちづくりを目指す社
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会教育の推進」についてであります。 

人は生涯にわたる学習により、自己を高め、その学びを社会に生かすことでより豊かな

人生を送ることができると言われています。 

新冠の人々が「新冠に生まれてよかった。」「新冠で暮らしてよかった。」と思えるような、

豊かな人生を送るためには、新冠のあらゆる機会や場所で学習することができ、その成果

を発揮することができるまちを実現することが必要と捉えます。 

そのことから、社会教育における最重点目標を「新冠を愛し、新冠で学び合い、持続可

能なまちづくりを目指す社会教育の推進」と位置づけ、次の取り組みを重点として推進し

てまいります。 

１点目は、「レ・コード館を中心とした生涯学習社会の推進」についてであります。 

音楽、文化の拠点となるレ・コード館機能を生かしながら、クーリングシェルターを兼

ねたフリースペースやキッズスペースを設置することで、親子や町民の皆様が憩える場所

を提供するとともに、レ・コード館を中心とした児童・生徒のボランティア教育を推進し、

文化活動の活性化を図るため、文化協会、音楽関連団体と連携しながら芸術文化活動の支

援に努め、加えて、中学校における吹奏楽部の地域展開の取り組みを進めます。 

レ・コードと音楽によるまちづくりを熟成するために、引き続き巡回レコードコンサー

トなどの鑑賞機会や楽器演奏体験の充実に努め、自主企画委員会や昭和音楽大学との連携

による音楽関連事業や吹奏楽クリニック事業などを通じ、技術向上とともに楽器を奏でる

喜びを実感できる事業を展開してまいります。 

昨年度策定した「第９次社会教育中期計画」に基づき、各世代に応じた社会教育事業を

実践するとともに、学校教育や関係機関との連携を深め、放課後子ども教室やスポーツ教

室を充実させ、生涯学習社会の実現に向けた社会教育の充実を図ります。 

２点目は、「生涯にわたってスポーツに親しむ社会体育の推進」についてであります。 

スポーツ振興計画に基づき、少年期においてはスポーツ少年団と連携した各種スポーツ

体験教室を開催するとともに、成人層にはモルック等のレクリエーションスポーツや、昨

年度リニューアルしたトレーニングルームの活用による運動習慣の定着を促し、高齢者に

対しては、健康維持に主軸を置いた健康スポーツ教室を開催してまいります。 

また、学校とスポーツ団体との連携を図りながら、中学生を対象としたスポーツ教室を

開催することで、部活動地域展開に向けた取り組みを推進いたします。 

スポーツ環境の整備充実においては、町民グランドや各種体育施設を適切に運営すると

ともに、新たな旧青年の家の管理会社となる一般社団法人 ZERO NEXT ONE と連携し、判官

館体育館の利用促進に努めてまいります。 

スポーツでつくる共生社会を目指し、今年度も車いすバスケット教室を開催するほか、

スポーツ指導者の能力向上を目指した講習会を実施し適切な指導、学習の場を確保いたし

ます。 

３点目は、「郷土愛を育む郷土資料館事業の推進」についてであります。 
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郷土資料館は、ふるさとの歴史や自然、文化を守り、未来へと引き継ぐ重要な役割を担

っています。 

施設や文化財を整備するとともに、各事業を通じて郷土新冠の素晴らしさを積極的に発

信してまいります。 

「ふるさと・再発見講座」では、子どもから大人まで各年代に合わせた学習や体験講座

を展開いたします。 

特にポロシリ生活館を拠点としたアイヌ文化の伝承については、アイヌ協会や学校と連

携を深めながら内容の充実を図ります。 

また、郷土文化研究会やネーチャーズクラブと協働し、歴史、自然に関する調査研究や

普及事業を行い、学びを通じてふるさとを大切にする場を広げてまいります。 

４点目は、「豊かな感受性と社会性を育む図書プラザ事業の推進」についてであります。 

図書プラザは、個人学習を支援することで学習意欲を充足させる機能を有しており、良

質なサービス提供により学習意欲を向上させる効果があることから、図書館資料の計画的

購入や乳幼児を対象とした「ブックスタート」事業など、ライフステージに応じた各種各

種事業を推進してまいります。 

また、「第４次新冠町子ども読書推進計画」に基づき、新冠町のすべての子どもたちが、

あらゆる機会を通じて本に親しみ、自発的な読書活動が行える環境を整えます。 

学校図書及び「読み聞かせの会」等の関係団体とは、継続的な連携を図り、司書の専門

性を生かしより充実した活動が進められるよう積極的に支援してまいります。 

さらに、夜間開館やアニマル号の運行により、読書環境を整備することで、利便性を重

視した施設運営を引き続き努めてまいります。 

５点目は、「豊かな人間性と自立を促す青少年教育事業の充実」についてであります。 

命の大切さと自発性や自立を促すことを目的とした、自然体験、職業体験事業を実施す

るとともに、次世代を担うリーダー養成研修としての「少年国内研修交流事業」では、交

流先である沖縄の歴史文化への理解を深め、資質向上につながるよう研修内容を工夫して

まいります。 

また、ボランティア事業を通じて、まちづくりへの意識向上と青年活動への橋渡しを目

指します。 

町民センターで開設しております「放課後子ども教室」につきましては、放課後を中心

とした児童の活動場所として活用されておりますが、新冠小学校と連携を深め、安心安全

の居場所づくりを進めるとともに、各種事業を通じて少年教育の充実に努めます。 

また、学校運営協議会との連携や、「ふるさと盆おどり」等の青年団体事業への指導助言

を行い、地域ぐるみで子どもを育む環境づくりと地域の活性化を推進します。 

６点目は、「協働型参画社会を目指した成人教育の育成」についてであります。 

成人は家庭や地域社会の要であり、その学習活動は地域発展と持続可能なまちづくりに

もつながることから、生涯学習事業を積極的に展開するとともに、「プラスワンセミナー」
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事業を通し、住民のまちづくりに対する参画意識の向上に努めます。 

高齢者の学びの場とした「いきいき大学」では、教養を高める学習会や見学会のほか、

保健福祉課の介護予防教室との連携した事業を進めるとともに、異世代交流などを通し、

「学びあい」「教えあう」場の提供を図ります。 

女性のまちづくりへの参画を目的として活動しております「女性コミュニティー会議」

が、より主体的にまちづくりに参画できるよう、研修内容の充実を図り、自主活動を促進

できるよう支援してまいります。 

以上、令和８年度の教育行政執行方針について申し上げました。 

教育委員会は、変化の激しい時代だからこそ、未来を担う子どもたちが自分自身の力で

真っすぐ前を向き、逞しく歩みを進めることができるよう「生きていく力」を育み、その

成長を支えてまいります。 

また、町民の皆さんが、ふるさと新冠を愛し「新冠で生まれ育ってよかった」「新冠で暮

らしてよかった」と実感できるよう、生涯にわたって豊かな学びと活動を展開してまいり

ます。 

町議会議員の皆様、並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、教育行政執

行方針といたします。 

○議長（氏家良美君） 教育長の教育行政執行方針が終わりました。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時 ６分 

再会 午前１１時２０分 

 

○議長（氏家良美君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

   ◎日程第３ 議案第２０号 

○議長（氏家良美君） 日程第３、議案第２０号、令和８年度新冠町一般会計予算を議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

島田総務課長。 

○総務課長（島田和義君） 議案第２０号、令和８年度新冠町一般会計予算について提案

理由を申し上げます。 

令和８年度新冠町一般会計の予算は次に定めるところによるものとします。 

第１条は歳入歳出予算でございまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６１

億３７００万円に定めようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算によるものです。第２条は、債務負担行為でご

ざいまして、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる
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事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為によるものです。第３条は、地方債でご

ざいまして、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、地方債によるものです。

第４条は、一時借入金でございまして、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は５億円に定めようとするものです。第５条は、歳出予算の流

用でございまして、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費

に係る予算額に過不足を生じた場合における、同一款内での、これらの経費の各項の間の

流用に定めようとするものです。 

次に、債務負担行為について説明いたしますので、６ページをお開きください。第２表、

債務負担行為です。福祉医療サーバー機器購入費、期間は令和８年度から令和１２年度ま

で、限度額は７０９万６千円です。備荒資金を活用し、福祉医療システムを更新するもの

になりますが、これは国が推進するマイナンバーカードと市町村が発行する医療費受給者

証との一体化に向けた対応になります。この更新により、重度心身障がい者医療、ひとり

親家庭等医療、こども医療の各助成制度に係る受給者証をマイナンバーカードに取り組む

ことが可能となります。次に、スチームコンベクション購入費。期間は令和８年度から令

和１２年度まで、限度額３１５万４千円は、備荒資金を活用し、老朽化した学校給食用の

機器を更新するもので、詳細は説明資料２７４ページのとおりです。 

次に、地方債を説明いたしますので、７ページを御覧ください。第３表、地方債。過疎

地域自立促進特別事業、限度額６３９０万円は、福祉事業や保健衛生事業などに活用して

いるもので、充当事業は８ページ第３表付表のとおりです。北星町町有地開発事業、限度

額８９０万円は、北星町町有地の道路整備実施設計業務等に係る過疎債になります。日高

中部環境センター基幹改良事業、限度額３億３０８０万円は、焼却炉等プラント施設の長

寿命化事業に係る過疎債です。橋梁長寿命化事業、限度額３９２０万円は、節婦３号橋ほ

か５橋の長寿命化事業に係る過疎債及び辺地債になります。林道整備事業、限度額２８０

万円は、普通林道節婦線リンドウ橋補修工事に係る過疎債です。農村整備事業、限度額６

５２０万円は、道営事業により実施する東泊津地区農道整備事業ほか１件に係る辺地債で

す。小規模治山事業、限度額１５００万円は、東泊津「ドブシナイの沢」小規模治山事業

に係る緊急自然災害防止対策事業債です。道路整備事業限度額１３８０万円は、朝日古川

佐伯線道路側溝整備工事ほか１件に係る緊急自然災害防止対策事業債です。河川整備事業、

限度額５０６０万円は、比宇川河床洗掘防止対策工事ほか４件に係る緊急自然災害防止対

策事業債です。農業水利施設等整備事業、限度額４００万円は、美宇地区の明渠排水調査

設計業務委託に係る緊急自然災害防止対策事業債です。緊急浚渫推進事業、限度額１８７

０万円は、比宇川河道内整備工事ほか２件に係る緊急浚渫推進事業債です。Ｊアラート新

型受信機等更新事業、限度額１３６０万円は、防災無線受信機の更新に係る緊急防災減災

事業債です。老人等緊急通報システム更新事業、限度額４４０万円は、緊急通報システム
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のセンター機器更新に係るデジタル活用推進事業債です。津波避難施設等整備事業、限度

額１９５０万円は、節婦町地区津波避難タワー建設事業に係る一般公共事業債です。地域

住宅整備事業、限度額１３７０万円は、公営住宅改修整備工事に係る公営住宅建設事業債

です。公有林整備事業、限度額５１０万円は、町有林森林整備事業に係る国の予算等貸付

金債です。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表に記載のとおりです。

また、本年度当初予算における地方債は、合計６億６９２０万円を限度として借入れを起

こすものですが、このうち、地方交付税で８割が措置される辺地債や７割が措置される過

疎債などがあり、交付税措置分を除く実質的な一般財源は、２億９７２万円となります。 

次に事項別明細書、歳出より説明いたしますので４０ページから４１ページをお開き願

います。別冊により予算説明資料を配付させていただいておりますので、説明につきまし

ては、簡略化をさせていただき、予算区分の目における前年度比の増減要因となった主な

事業について申し上げますのでご了承願います。１款、１項、１目ともに議会費、ページ

数は４３ページまでになります。本年度予算７２３４万２千円は、前年度から１７５万円

の減額です。この費目には、議員報酬など議会運営に係る経費及び職員人件費を計上して

おり、減額となったのは、人事異動等により職員人件費が減になったためでございます。

４４ページから４５ページに移ります。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

ページ数は５７ページまでになります。本年度予算４億６６４８万１千円は、前年度から

７８９５万９千円の減額です。この費目には、特別職を含む職員の人件費や庁舎管理、行

政情報システム、ふるさと納税返礼品費などを計上しており、減額となった主な事業は、

５１ページ下段の事業９、ＯＡ推進費で前年度より１億１００７万５千円の減額となりま

す。５６ページから５７ページに移ります。２目文書広報費１７４４万３千円は、前年度

から１１９万８千円の増額です。この費目には、広報誌の発行や町誌発刊事業費などを計

上しており、増額となった主な事業は、事業３、続・新冠町史「第２巻」発刊事業で９９

万円の増額です。３目財産管理費、ページ数は６１ページまでになります。本年度予算４

８９４万円は、前年度から８７３万２千円の増額です。この費目には、町有地開発事業や

町有建物の維持管理、公共施設用地借上料などを計上しており、増額となった主な事業は、

６１ページ中段よりやや下の、事業８、新規事業で北星町町有地開発事業で８９１万円を

計上しております。４目町有林造成管理費、ページ数は６３ページまでになります。本年

度予算４５８０万４千円は、前年度から７９２万５千円の増額です。この費目には、町有

林の管理費を計上しております。昨年度まで、造林や下刈りなど森林整備に係る費用を、

工事請負費に計上しておりましたが、本年度からは委託料に計上しております。森林整備

費の事業量増に伴い、６６２万６千円の増額となったことが、増額した主な要因となりま

す。６２ページから６３ページに移ります。５目企画費、ページ数は６９ページまでにな

ります。本年度予算７４０９万６千円は、前年度から１８７０万５千円の増額です。この

費目には、公共交通の確保、ＡＩオンデマンドバスの運行、定住・移住の促進、朝日の森

運営費などを計上しており、増額となった主な事業は、事業３、地域生活・活動支援事業
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で５０４万７千円の増額となったほか、６５ページ中段より下の事業７は、令和８年度か

ら本格実施となります新冠町ＡＩオンデマンドバス運営事業と、前年度まで実施をしてい

たコミュニティーバス運営事業及び西新冠地区予約運行方式運営事業との差額で７７９万

３千円の増額、６９ページ上段の事業１２は新規事業で、新冠町創業支援事業として１５

０万円を計上、同ページの中段、事業１５、同じく新規事業で、官学連携まちづくり事業

として５５１万６千円を計上しております。７０ページから７１ページに移ります。６目

公平委員会費２万１千円は、前年度と同額で公平委員に係る報酬等を計上しています。７

目交通安全対策費１３１万円は、前年度から４７万円の減額です。この費目には、交通安

全対策に係る経費を計上しており、減額となった主な事業は、事業２、交通安全対策費で

５３万円の減額です。８目諸費、ページ数は７３ページまでになります。本年度予算１３

２４万３千円は、前年度から７９万９千円の減額です。この費目には、町政事務委託や街

路灯補助事業などを計上しており、減額となった主な事業は、７３ページの上段の事業３、

街路灯補助事業で５１万２千円の減額です。９目財政調整基金費１９３６万９千円は、前

年度から１９１６万１千円の増額です。この費目には、町有財産の売払い収入や基金積立

金の利息を計上しており、増額となったのは事業２、財政調整基金費で町有財産の売払い

収入を見込んだことによるものです。１０目減債基金費７３万６千円は、前年度から５１

８万９千円の減額です。この費目には、基金積立金の利息及び立木売払収入を積立ててお

りましたが、本年度は立木売払収入を積立てせず、事業費に充当したため減額になったも

のです。１１目ふるさとづくり基金費９７４８万３千円は、前年度から４５８万４千円の

減額です。この費目には、ふるさと納税寄附金や町有牛売払収入、奨学金貸付金元金収入

などを計上しており、減額となったのは事業２で、町有牛売払収入に係る積立金が８１０

万円の減額となったことによるものです。７４ページから７５ページに移ります。１２目

地域振興基金費６００万円は、前年度と同額でピーマン選果施設整備事業貸付金収入を計

上しています。７６ページから７７ページに移ります。２項徴税費、１目税務総務費、ペ

ージ数は７９ページまでになります。本年度予算７４７８万５千円は、前年度から４１２

万４千円の増額です。この費目には、職員人件費や一般事務費滞納整理機構負担金などを

計上しており、増額となった主な事業は、事業１、税務総務費で３９４万１千円の増額で

す。７８ページから７９ページに移ります。２目賦課徴収費、ページ数は８１ページまで

になります。本年度予算１６４６万３千円は、前年度から１０１１万７千円の増額です。

この費目には、収納事務費やシステム運用費などを計上しており、増額となった主な事業

は８１ページの事業２、賦課徴収費で９６２万３千円の増額です。８２ページから８３ペ

ージに移ります。３項、１目ともに戸籍住民基本台帳費、ページ数は８５ページまでにな

ります。本年度予算３５１１万８千円は、前年度から１９３万８千円の増額です。この費

目には、職員人件費や戸籍電算化の経費、マイナンバーカード交付事務費などを計上して

おり、増額となった主な事業は、事業２、戸籍住民基本台帳費で２６７万３千円の増額で

す。８６ページから８７ページに移ります。４項選挙費、１目選挙管理委員会費２７万１
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千円は、前年度から１１万７千円の減額で、この費目には、選挙管理委員会委員の報酬な

どを計上しております。新冠町長選挙費から、参議院議員通常選挙費までは廃目になりま

す。８８ページから８９ページに移ります。５項統計調査費、１目指定統計調査費４５万

円は、前年度から３２６万３千円の減額です。この費目には、指定統計に係る費用を計上

しており、減額となりましたのは、前年度に５年毎に調査が行われる国勢調査があったた

めです。９０ページから９１ページに移ります。６項、１目ともに監査委員費１１１万１

千円は、前年度と同額で監査委員の報酬などを計上しております。９２ページから９３ペ

ージに移ります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、ページ数は１０５

ページまでになります。本年度予算５億７１５１万６千円、前年度から１７６４万円の増

額です。この費目には、職員人件費のほか、重度心身障害者等への医療給付費、障害者自

立支援事業など、各種福祉事業を計上しており、増額となった主な事業は事業２、社会福

祉総務費で１００３万６千円の増額、９５ページ下段の事業５、重度心身障がい者医療給

付費で３６９万５千円の増額、９９ページ中段の事業１４、障がい者自立支援事業で５１

３万４千円の増額などです。１０４ページから１０５ページに移ります。２目老人福祉費、

ページ数は１０９ページまでになります。本年度予算２億８２６７万８千円は、前年度か

ら３５１０万円の増額です。この費目には、高齢者への福祉事業や日高中部広域連合負担

金などを計上しており、増額となった主な事業は、１０７ページ上段の事業５、老人等緊

急通報システム導入事業で、４９２万８千円の増額、１０９ページ中段、事業１２、日高

中部広域連合負担事業で９７６万８千円の増額、その下、事業１３、介護サービス特別会

計事業勘定繰出金事業で１９３１万円の増額です。３目後期高齢者医療費、ページ数は１

１１ページまでになります。本年度予算１億１６６５万２千円は、前年度から７７９万８

千円の増額です。この費目には、後期高齢者の医療制度に基づく費用を計上しており、増

額となったのは、１８節負担金補助及び交付金で４２１万３千円の増額１１１ページ上段

の２７節繰出金で３５８万５千円の増額です。４目地域包括支援センター費、ページ数は

１１５ページまでになります。本年度予算４８１９万６千円は、前年度から２３０万６千

円の増額です。この費目には、地域包括支援センターの運営費や介護予防に係る事業費を

計上しており、増額となった主な事業は事業２、地域包括支援センター運営費で１８３万

６千円の増額です。１１４ページから１１５ページに移ります。５目老人福祉施設費、ペ

ージ数は１１９ページまでになります。本年度予算４１３５万９千円は、前年度から２６

４万１千円の増額です。この費目には、老人憩いの家や高齢者共同生活施設あいあい荘の

運営費を計上しており、増額となった主な事業は、１１７ページ下段の事業３、高齢者共

同生活施設管理運営費で１１８万円の増額です。１１８ページから１１９ページに移りま

す。６目社会福祉施設費６２２万２千円は、前年度から７万３千円の増額で、この費目に

は各集会施設の維持管理費を計上しております。１２０ページから１２１ページに移りま

す。７目生活館費、ページ数は１２３ページまでになります。本年度予算１５６８万円は、

前年度から３５４万４千円の増額です。この費目には生活館の維持管理費を計上しており、
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増額となったのは事業１、生活館運営運営事業で２８８万２千円の計上が主な要因です。

１２２ページから１２３ページに移ります。８目国民年金費１１２万４千円は、前年度か

ら１０８万５千円の増額です。この費目には、国民年金に係る事務費を計上しており、増

額となったのは１２節委託料で１０８万５千円の計上によるものです。１２４ページから

１２５ページに移ります。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費１万５千円の追加は、児

童福祉に係る旅費を計上しております。２目児童措置費８０１４万１千円は、前年度から

８５６万１千円の減額です。この費目には、妊婦のための支援給付金事業及び児童手当支

援費を計上しており、減額となったのは事業２、児童手当支援費で８４６万円の減額です。

３目児童福祉施設費、ページ数は１２９ページまでになります。本年度予算２２７８万１

千円は、前年度から３４０万１千円の減額です。この費目には、子ども・子育て事業のほ

か、児童館や子育て支援センターの運営費を計上しており、減額となった主な事業は１２

７ページ下段の事業３、子ども・子育て事業で１３７万６千円の減額、事業４、子育て支

援センター費で２５９万９千円の減額です。１２８ページから１２９ページに移ります。

４目認定こども園費、ページ数は１３３ページまでになります。本年度予算２億６９３０

万４千円、前年度予算は９款からの科目移動のため、ゼロ計上となっておりますが、前年

度は９款、４項、１目に２億５５５２万２千円を計上しておりましたので、差引きをいた

しますと、前年度から１３７８万２千円の増額となります。この費目には、認定こども園

の運営費を計上しており、増額となった主な事業は事業１、認定こども園運営事業で、２

節給料から１３１ページの４節共済費までの職員人件費で１１３３万２千円の増額、１３

３ページ下段の事業２、認定こども園ＩＣＴ化推進事業で１６９万円の増額です。１３４

ページから１３５ページに移ります。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、

ページ数は１３７ページまでになります。本年度予算７３８８万５千円は、前年度から４

１９万７千円の増額です。この費目には、職員人件費のほか、保健センター管理費、不妊

治療助成費などを計上しており、増額となった主な事業は事業１、保健衛生総務費で７０

１万５千円の増額です。１３６ページから１３７ページに移ります。２目予防費、ページ

数は１４１ページまでになります。本年度予算３２９８万８千円は、前年度から７５万８

千円の増額です。この費目には、妊娠期・出産時支援のほか各種健診、伝染病予防接種事

業費などを計上しており、増額となった主な事業は１４１ページの事業７、伝染病予防接

種で１１９万９千円の増額です。３目環境衛生費、ページ数は１４５ページまでになりま

す。本年度予算２０１４万８千円は、前年度から３１３万９千円の増額です。この費目に

は、霊園・霊葬場や共同墓地の管理費のほか、合併処理浄化槽設置整備費などを計上して

おり、増額となった主な事業は、１４５ページ下段の事業９、空き家対策推進事業で４０

０万円の増額です。１４４ページ、４目診療所費１億９９７６万７千円は、前年度から５

６０４万８千円の増額で、国民健康保険診療所特別会計への繰出金を計上しています。１

４６ページから１４７ページに移ります。２項清掃費、１目清掃総務費５億２３８０万８

千円は、前年度から８８１０万６千円の増額です。この費目には、ごみ処理対策費、減量
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化対策事業費を計上しており、増額となった主な事業は事業２、ごみ処理対策費で８８８

４万４千円の増額です。１４８ページから１４９ページに移ります。３項水道費、１目地

区水道費７７８万円は、前年度から４６３万７千円の減額です。この費目には、地区水道

管理費を計上しており、減額となった主な要因は、１４節工事請負費で４４６万６千円の

減額です。２目簡易水道費９８６４万９千円は、前年度から１０１万７千円の増額で、こ

の費目には、簡易水道事業会計に対する補助金を計上しております。１５０ページから。

〇議長（氏家良美君） 島田総務課長。一度説明を止めていただいてもよろしいでしょう

か。 

昼食のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再会 午後 １時００分 

 

○議長（氏家良美君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

引き続き、提案理由の説明を求めます。 

島田総務課長。 

○総務課長（島田和義君） １５０ページから１５１ページをお開きください。５款農林

水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、ページ数は１５３ページまでになります。本

年度予算２６６８万３千円は、前年度から４４８万２千円の増額です。この費目には、農

業委員会の委員報酬など運営に係る経費や職員人件費などを計上しており、増額となった

主な事業は事業１、農業委員会費で人件費で３９０万３千円の増額です。１５２ページか

ら１５３ページに移ります。２目農業総務費、ページ数は１５５ページまでになります。

本年度予算４５２６万９千円は、前年度から４３９万７千円の減額です。この費目には、

職員人件費や農業振興事業、各振興会への補助金などを計上しており、減額となった主な

事業は、１５５ページ中段よりやや上の事業３、農業振興事業補助金で５２８万２千円の

減額になります。３目農業振興費、ページ数は１５７ページまでになります。本年度予算

１億１３２万８千円は、前年度から２億３８９１万２千円の減額です。この費目には、職

員人件費や道営土地改良事業、農業用施設の維持管理費などを計上しており、減額となっ

た主な事業は、１５７ページの中段、事業３、道営土地改良事業負担金で、２億４２６５

万８千円の減額となっております。４目畜産業費、ページ数は１５９ページまでになりま

す。本年度予算１３７４万２千円は、前年度から９３１万１千円の増額です。この費目に

は、畜産、軽種馬振興のための補助金などを計上しており、増額となった主な事業は、１

５９ページの中段、事業５、受精卵移植事業、事業６、軽種馬振興関係経費、事業８、軽

種馬市場上場促進事業で、いずれも継続事業でありますが、前年度は骨格予算で編成した

ため、当初予算に計上しなかったことが要因でございます。１６０ページから１６１ペー

ジに移ります。５目牧野管理費、ページ数は１６７ページまでになります。本年度予算９
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５２１万７千円は、前年度から２１３万６千円の減額です。この費目には、町有牧野にお

ける預託牛及び、町有牛の管理費を計上しており、減額となった主な事業は事業１、預託

牛管理費で職員人件費で４２１万８千円の減額です。１６８ページから１６９ページに移

ります。２項林業費、１目林業振興費、ページ数は１７１ページまでになります。本年度

予算６９３６万７千円は、前年度から１１１８万円の増額です。この費目には、職員人件

費のほか、有害鳥獣の駆除対策経費、民有林振興対策経費を計上しており、増額となった

主な事業は事業１、林業振興費で３６３万６千円の増額、事業２、有害鳥獣駆除対策事業

で４３６万１千円の増額、１７１ページの中段、事業３、民有林振興対策事業で３１８万

３千円の増額となっております。２目林道費、ページ数は１７３ページまでになります。

本年度予算９０２万５千円は、前年度から１２１５万３千円の減額です。この費目には、

林道の維持管理に要する費用を計上しており、減額となった主な事業は、１７３ページ上

段の事業２、林道維持費で１２２４万８千円の減額となっております。３目治山費３３８

３万２千円は、前年度から４６９万７千円の増額です。この費目には、治山に要する費用

を計上しており、増額となった主な事業は事業２小規模治山事業で６２１万９千円の増額

となっております。４目森林公園費、ページ数は１７５ページまでになります。本年度予

算１５６９万６千円は、前年度から２６３万７千円の増額です。この費目には、判官館森

林公園の管理費を計上しており、増額となった主な事業は、１７５ページの事業３、新規

事業でポロヌプリ整備事業で３５４万２千円を計上しております。１７６ページから１７

７ページに移ります。３項水産業費、１目水産業振興費１２５３万円は、前年度から５１

９万１千円の増額です。この費目には、水産業振興のための経費を計上しており、増額と

なった主な事業は事業１、水産業振興費で職員人件費で９７７万２千円の増額です。１７

８ページから１７９ページに移ります。６款、１項ともに商工費、１目商工業振興費４９

６１万７千円は、前年度から３５２６万４千円の増額です。この費目には、商工業振興の

ための経費を計上しており、増額となった主な事業は事業３、新規事業で新冠町家計応援

プレミアム商品券事業で３４５８万円の計上です。２目観光費、ページ数は１８３ページ

までになります。本年度予算１億３３６３万９千円は、前年度から６１９万５千円の増額

です。この費目には、職員人件費や観光施設の維持管理費などを計上しており、増額とな

った主な事業は、１８１ページ下段の事業７、新規事業の優駿浪漫街道サラブレッド壁画

整備事業で１２３８万９千円を計上しております。１８４ページから１８５ページに移り

ます。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費７５１万９千円は、前年度から

４８万１千円の増額です。この費目には、道路整備関係団体への負担金や道路台帳の管理

費用などを計上しており、増額となった主な事業は事業２、町道用地処理事業で５０万６

千円の増額となっております。２目道路維持費、ページ数は１８７ページまでになります。

本年度予算８０１０万４千円は、前年度から８８７万３千円の増額です。この費目には、

車両管理経費や町道維持補修費などを計上しており、増額となった主な事業は１８７ペー

ジ上段の事業３、町道維持補修費で３０７万５千円の増額、下段、事業５、緊急自然災害
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防止対策事業で４３３万４千円の増額となっております。３目道路新設改良費、ページ数

は１８９ページまでになります。本年度予算１億８１９９万６千円は、前年度から１億７

８３万円の減額です。この費目には、職員人件費や道路の維持管理費を計上しており、減

額となった主な事業は、１８９ページ下段の事業２、道路メンテナンス補助事業で１億２

８６５万９千円の減額となっております。１９０ページから１９１ページに移ります。２

項河川費、１目河川総務費７８２０万３千円は、前年度から６４７２万８千円の増額です。

この費目には、河川の維持管理費などを計上しており、増額となった主な事業は、事業５、

緊急浚渫推進事業で１８７０万円を計上、事業６、緊急自然災害防止対策事業で４６２７

万７千円の増額となっております。１９２ページから１９３ページに移ります。３項住宅

費、１目住宅管理費、ページ数は１９５ページまでになります。本年度予算２２６０万２

千円は、前年度から７６３万９千円の増額です。この費目には公営住宅の維持管理費を計

上しており、増額となった主な事業は事業２、公営住宅管理費で７２５万６千円の増額と

なっております。１９４ページから１９５ページに移ります。２目住宅建設費４６１７万

４千円は、前年度から３２６３万９千円の増額です。この費目には、職員人件費や公営住

宅の改修費用などを計上しており、増額となった主な事業は、事業２、公営住宅交付金事

業で３１７７万９千円を計上しております。１９６ページから１９７ページに移ります。

４項下水道費、１目下水道整備費１億５４万７千円は、前年度から１４００万４千円の減

額で、この費目には、下水道事業会計に対する補助金を計上しております。１９８ページ

から１９９ページに移ります。８款、１項ともに消防費、１目常備消防費２億４５８１万

３千円は、前年度から２７５８万３千円の増額です。この費目には、日高中部消防組合本

部及び支署経費を計上しており、増額となった主な項目は支所経費負担金で、職員の増員

に伴う人件費などの増により、前年度から２７７１万３千円の増額となっております。２

目災害対策費、ページ数は２０１ページまでになります。本年度予算６８５３万７千円は、

前年度から６４２７万４千円の減額です。この費目には災害対策費のほか、防災無線設備

の維持管理費などを計上しており、減額となった主な事業は、２０１ページの事業５、節

婦町地区津波避難タワー建設事業で８２６６万２千円の減額となっております。２０２ペ

ージから２０３ページに移ります。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費１８

９万７千円は、前年度と同額で、この費目には教育委員の報酬などを計上しております。

２目事務局費、ページ数は２０９ページまでになります。本年度予算１億２６３３万３千

円は、前年度から１８１万２千円の増額です。この費目には、職員人件費や学力・体力向

上支援事業費や奨学金、外国語指導助手に係る費用などを計上しており、増額となった主

な事業は２０９ページの中段、事業１０、高校生通学支援事業で２９０万６千円の増額と

なっております。３目住宅費５２万７千円は、前年度と同額で、この費目には教員住宅の

管理費を計上しております。２１０ページから２１１ページに移ります。４目児童生徒輸

送費５２３４万５千円は、前年度から４７９万７千円の減額です。この費目には、スクー

ルバスの運行経費を計上しており、減額となった主な事業は、事業２、児童生徒輸送費で
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３３０万１千円の減額となっております。２１２ページから２１３ページに移ります。２

項小学校費、１目学校管理費、ページ数は２１５ページまでになります。本年度予算６２

４８万１千円は、前年度から３７０万円の増額です。この費目には、職員人件費や小学校

の運営管理費を計上しており、増額となった主な事業は事業２、小学校管理運営費で３４

８万５千円の増額となっております。２１６ページから２１７ページに移ります。２目教

育振興費２０９万４千円は、前年度から１４００万８千円の減額です。この費目には、小

学校の就学援助費などを計上しており、減額となった主な事業は事業１、小学校教育振興

経費で１３７８万３千円の減額となっております。２１８ページから２１９ページに移り

ます。３項中学校費、１目学校管理費、ページ数は２２３ページまでになります。本年度

予算４６７３万円は、前年度から２２４万８千円の減額です。この費目には、職員人件費

や中学校の運営管理費を計上しており、減額となった主な事業は、２２３ページ上段の事

業３、中学校管理運営費で２０５万１千円の減額となっております。２目教育振興費２８

４万４千円は、前年度から６９０万８千円の減額です。この費目は、中学校の就学援助費

などを計上しており、減額となった主な事業は事業１、中学校教育振興経費で７４２万６

千円の減額となっております。２２４ページから２２５ページに移ります。４項社会教育

費、１目社会教育総務費、ページ数は２３１ページまでになります。本年度予算９６１３

万１千円は、前年度から３２６万円の減額です。この費目には、社会教育委員の報酬や職

員人件費、社会教育団体への補助金、音楽体験、交流事業などを計上しており、減額とな

った主な事業は事業２、社会教育総務で４３１万６千円の減額となっております。２３０

ページから２３１ページに移ります。２目レ・コード館事業推進費、ページ数は２３５ペ

ージまでになります。本年度予算８６６７万９千円は、前年度から９４万２千円の増額で

す。この費目には、レ・コード館の運営や維持管理、職員人件費などを計上しており、増

額となった主な事業は事業１、レ・コード館運営事業で２３４万９千円の増額となってお

ります。２３４ページから２３５ページに移ります。３目図書費、ページ数は２３９ペー

ジまでになります。本年度予算１３１５万４千円は、前年度から２２万６千円の増額です。

この費目には、図書室の運営費や職員人件費などを計上しており、増額となった主な事業

は事業１、図書室事務費で４８万４千円の増額となっております。２３８ページから２３

９ページに移ります。４目青少年育成費、ページ数は２４３ページまでになります。本年

度予算１６１７万１千円は、前年度から３６１万７千円の増額です。この費目には、青少

年の育成に関する事業費や団体補助金、職員人件費などを計上しており、増額となった主

な事業は、２４１ページの中段、事業６、新冠町青少年国内研修交流事業３８６万２千円

で、前年度は骨格予算のため当初予算に計上しなかったためでございます。２４２ページ

から２４３ページに移ります。５目郷土資料館費、ページ数は２４５ページまでになりま

す。本年度予算２３０万４千円は、前年度から６５万円の増額です。この費目には、郷土

資料館の運営費や教育普及活動費などを計上しており、増額となった主な事業は、２４５

ページの中段、事業５、ふるさと歴史伝承活性化事業で３５万６千円の増額、事業６、郷
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土資料館整備事業で２４万３千円の増額となっております。６目町民センター費、ページ

数は２４７ページまでになります。本年度予算６９６万円は、前年度から８１４万２００

０円の減額です。この費目には、町民センターの管理運営費を計上しており、減額となっ

た事業は２４７ページ中段の事業２、町民センター管理費で８２７万３千円の減額となっ

ております。青年の家費は廃目となっております。２４８ページから２４９ページに移り

ます。５項保健体育費、１目保健体育総務費ページ数は２５１ページまでになります。本

年度予算３６１２万円は、前年度から２３３万２千円の減額です。この費目には、職員人

件費や町民スポーツ教室、社会体育団体への補助金などを計上しており、減額となった主

な事業は事業１、保健体育総務費で人件費等で２１９万３千円の減額となっております。

２５０ページから２５１ページに移ります。２目体育施設費、ページ数は２５７ページま

でになります。本年度予算１７８５万７千円は、前年度から３１５万３千円の増額です。

この費目には、スポーツセンターや町民グランド、体育施設の管理運営に関する経費を計

上しており、増額となった主な事業は２５５ページ、下段の事業９、判官館体育館運営費

で３４９万９千円を計上しております。２５８ページから２５９ページに移ります。６項、

１目ともに、学校給食費６４９０万６千円は、前年度から２４万８千円の減額です。この

費目には、給食提供に係る経費を計上しており、減額となったのは１０節需用費の給食材

料費で７８万６千円の減額です。２６０ページから２６１ページに移ります。認定こども

園費は廃項し、３款、２項に科目を移動しております。２６２ページから２６３ページに

移ります。１０款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目現年発生災害復旧費５

千円は、前年度同額で、北海道防災協会負担金を計上しております。２６４ページから２

６５ページに移ります。１１款、１項ともに公債費、１目元金６億２６０８万円は、前年

度から３３５４万４千円の減額で、長期債償還に係る元金を計上しております。２目利子

３０７８万３千円は、前年度から１５９１万５千円の増額で、長期債償還利子及び一時借

入金利子を計上しております。２６６ページから２６７ページに移ります。１２款、１項、

１目ともに予備費３００万円は、前年度同額で予備費を計上しております。 

次に、歳入に移りますので、１２ページから１３ページをお開きください。説明は、町

税等の主だったものにつきましては算定方法等を述べ、それ以外につきましては、基本的

に歳出予算に伴う計上となりますことから、予算額のみ読み上げますので、内容は説明欄

で、ご確認頂きますようお願いいたします。１款町税、１項町民税、１目個人２億７２６

０万４千円は、令和７年度の課税実績及び変動見込み率を用いて算出しております。２目

法人５４４８万５千円は、令和７年度の課税実績及び平均伸び率を用いて算出しておりま

す。２項、１目ともに固定資産税３億２８７８万７千円、土地及び家屋は、評価額の据置

き年度のため地目の変更や家屋の増減を精査し、償却資産は過去５年平均取得額と残存率

を用いて、大規模償却資産は対前年平均率等を用いて算出しております。２目国有資産等

所在市町村交付金及び納付金８１５万２千円は、関係機関からの通知に基づき計上してお

ります。３項、１目ともに軽自動車税１８６０万９千円は、令和７年１２月現在の登録台
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数から算出しました。２目環境性能割２７万３千円、環境性能割は、令和７年度末をもっ

て廃止されますが、廃止前の２月、３月の新規車台登録６分を見込み計上しております。

４項、１目ともに市町村たばこ税３１９０万１千円は、令和７年度のたばこ本数の実績見

込みから算出しました。５項、１目ともに入湯税１３２９万２千円は、令和７年度の入浴

者数実績見込みにより算出しました。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、１４ペー

ジから１５ページに移りまして、１目地方揮発油譲与税１５００万円は、地方財政計画、

以後、地財計画と申しますが、地財計画等により令和７年度決算見込額の７９．２％で算

定しております。２項、１目ともに自動車重量譲与税５９００万円は、地財計画等により

令和７年度決算見込額と同額を計上しました。３項、１目ともに森林環境譲与税７００万

円は、日高振興局からの通知に基づき算定しました。３款、１項、１目ともに利子割交付

金７０万円は地財計画等により、令和７年度決算見込額と同額を計上しました。４款、１

項、１目ともに配当割交付金３００万円は、令和７年度決算見込額に過去の実績から９３．

８％で算定をしました。５款、１項、１目ともに株式等譲渡所得割交付金４９０万円は、

地財計画等により令和７年度決算見込額と同額を計上しました。６款、１項、１目ともに

法人事業税交付金１１９０万円は、地財計画等により令和７年度決算見込額と同額を計上

しました。７款、１項、１目ともに地方消費税交付金１億５０００万円は、地財計画等に

より令和７年度決算見込額見込額の９７．１％で算定しました。８款、１項、１目ともに

環境性能割交付金９００万円は、過去の実績を踏まえ、令和７年度決算見込額と同額を計

上しました。９款、１項ともに地方特例交付金、１６ページから１７ページに移り、１目

地方特例交付金１８０万円は、過去の実績を踏まえ、令和７年度決算見込額と同額を計上

しました。１０款、１項、１目ともに地方交付税２９億９０００万円、普通交付税、特別

交付税ともに地財計画や過去の実績を踏まえ、令和７年度決算見込額から算定しました。

１１款、１項、１目ともに交通安全対策特別交付金６０万円は、地財計画等により令和７

年度決算見込額と同額を計上しました。１２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生

費、負担金８４万９千円。２目教育費負担金１万１千円。１３款使用料及び手数料、１項

使用料、１目総務使用料８５万４千円。２目民生使用料１７３万３千円。３目衛生使用料

１３７万６千円。４目農林水産業使用料９３２万８千円。１８ページから１９ページに移

ります。５目商工使用料１３１万２千円。６目土木使用料７０８７万３千円。７目教育使

用料２６６万１千円。２項手数料、１目総務手数料２６９万２千円。２目民生手数料４７

６万５千円。３目衛生手数料１７３１万円。２０ページから２１ページに移ります。４目

農林水産業手数料１万円。５目土木手数料１千円。１４款国庫支出金、１項国庫負担金、

１目民生費国庫負担金２億１８９５万８千円。２目衛生費国庫負担金１４万６千円。２項

国庫補助金、１目総務費、国庫補助金３９７８万４千円。２目民生費、国庫補助金２４７

７万２千円。２２ページから２３ページに移ります。３目衛生費、国庫補助金２３７万７

千円。４目土木費、国庫補助金８８０１万８千円。５目消防費、国庫補助金７１５万３千

円。６目教育費、国庫補助金２９万１千円。３項国庫委託金、１目総務費、国庫委託金２
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５万２千円。２目民生費、国庫委託金２０３万８千円。１５款道支出金、１項道負担金、

１目民生費、道負担金１億２２５４万１０００円。２４ページから２５ページに移ります。

２項道補助金、１目総務費、道補助金３３４０万１千円。２目民生費、道補助金４９７５

万５千円。３目衛生費、道補助金８６万４千円。４目農林水産業費、道補助金４２８１万

３千円。２６ページから２７ページに移ります。５目消防費、道補助金１５０万８千円。

６目教育費、道補助金６６９万１千円。３項道委託金、１目総務費、道委託金８１１万６

千円。２目民生費、道委託金１５万５千円。３目衛生費、道委託金１４万１千円。４目農

林水産業費、道委託金２１１万９千円。２８ページから２９ページに移ります。５目商工

費、道委託金１千円。６目土木費、道委託金１２０万１千円。１６款財産収入、１項財産

運用収入、１目財産貸付収入１７５５万４千円。１節土地建物貸付収入１０８９万７千円

は、町有地８６件分の貸付けのほか、職員住宅等の貸付け収入を計上。２節特許権等貸付

け収入は科目存置。３節物品貸付収入は、ＮＴＴ東日本に貸付けている光伝送路設備に係

る貸付け料を計上しております。２目利子及び配当金５２４万６千円の１節利子及び配当

金のうち、１、北海道ソーダ株式配当金１万２千円は７年度決算見込額を計上。２から５

は、各基金の積立金利子を現行利率により算定しております。２項財産売払収入、１目物

品売払収入４２４８万２千円の１節物品売払収入のうち、１、町有牛売払収入２７８６万

円は肥育牛２６頭、廃用２頭の出荷に係るもの。２、立木売払収入１３３８万９千円は、

町有林の皆伐間伐に係るもの。３、町有牛優良受精卵売払収入７０万５千円は、凍結受精

卵４５個の販売に係るもの。４、準用河川比宇川土砂売払収入５２万８千円は、河川内の

堆積土砂３０００立方メートルの販売に係るものをそれぞれ計上しております。３０ペー

ジから３１ページに移ります。２目不動産売払収入１７６７万１千円は、国道２３５号線

東町交差点改良工事に伴う土地売払収入です。１７款、１項ともに寄附金、１目一般寄附

金１千円は科目存置です。２目指定寄附金１億１千円の１節指定寄附金のうち、１、ふる

さとづくり事業指定寄附金は、ふるさと納税分として１億円を計上したもの。２はふるさ

と納税以外の寄附金で科目存置になります。１８款繰入金、１項基金繰入金、１目ふるさ

とづくり基金繰入金１億７３２６万２千円は、ふるさとづくり基金設置条例に基づき、地

場産業の振興や社会教育の充実など、ふるさとづくりに資する各事業に充当すべく繰り入

れるものです。２目減債基金繰入金５９６万３千円は、減債基金設置条例に基づき、町債

の償還財源に充当すべく繰り入れるものです。３目財政調整基金繰入金１億５６７２万６

千円は、財政調整基金条例に基づき、財源不足に充当すべく繰り入れるものです。４目企

業版ふるさと納税基金繰入金３００万円は、企業版ふるさと納税基金条例に基づく事業に

充当すべく繰り入れるものです。１９款、１項、１目ともに繰越金３０００万円は、前年

度からの繰越金です。２０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金１千円及び

２目加算金１千円は科目存置です。２項、１目共に預金利子７５万円は、現行利率により

算定しました。３項貸付金元利収入、１目アイヌ住宅改良等資金貸付け金元利収入３３０

万２千円は、滞納分について前年同額で計上しております。３２ページから３３ページに
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移ります。２目北海道労働金庫貸付金元金収入３００万円。３目農業振興資金貸付け金収

入６００万円。４目奨学金貸付金元金収入１１６１万８千円。４項雑入、１目滞納処分費

１０００円、２目弁償費１千円及び３目違約金及び延納利息１千円は科目存置です。４目

宝くじ交付金収入８７２万円は、宝くじの収益金から市町村に交付されるもので、このう

ち２４２万円は、毎年度の市町村に交付される分。６３０万円は、特別養護老人ホーム恵

寿荘で予定している車両購入費に対するものです。５目雑入６６１９万２千円のうち、３

３ページの７、派遣費用精算金９２８万４千円は新規の計上でございまして、輪番制によ

り本年度から２年間、当町から日高管内地方税滞納整理機構へ職員１名を派遣いたします

が、当該派遣に係る職員人件費相当額が機構から交付されるものです。３４ページから３

５ページに移ります。５項、１目ともに受託事業収入６８４３万４千円。３６ページから

３７ページに移ります。２１款、１項ともに町債６億６９２０万円。１目総務債から３８

ページの６目消防債までの各目は、７ページ、第３表、地方債で説明したとおりですので、

省略をさせていただきます。 

以上、議案第２０号、令和８年度新冠町一般会計予算の提案内容を説明いたしました。

御審議を賜り、原案のとおり御決定頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第４ 議案第２１号 ～ 日程第５ 議案第２２号 

○議長（氏家良美君） 日程第４、議案第２１号、令和８年度新冠町国民健康保険特別会

計事業勘定予算、日程第５、議案第２２号、令和８年度新冠町後期高齢者医療特別会計予

算、以上、２件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

新宮保健福祉課長。 

○保健福祉課長（新宮信幸君） 議案第２１号、令和８年度新冠町国民健康保険特別会計

事業勘定予算について提案理由を申し上げます。 

令和８年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定の予算を次のとおり定めようとするも

のです。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億７４２２

万４千円と定めるものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、第１表、歳入歳出予算によるものとします。一時借入金、第２条、地方自治法第２３

５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００万円と定めるものです。

歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。第１号、保険

給付費の各項に計上計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用とします。 

それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、２９１ページから２９２ペー

ジをお開きください。歳出の説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減
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理由を中心に行いますので、御了承願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費４３９万１千円、前年度比２１９万４千円の増。国保会計における事務費を計上して

おります。増額となった主な理由は、１２節委託料で、当該経費は発注する業務内容によ

って年度間の予算額が増減しますが、本年度は、子ども・子育て支援制度の創設に伴うシ

ステム改修及びガバメントクラウドへの移行に伴い、これまで町総合行政システムの一部

として総務課で予算計上しておりました国保標準システム年次処理業務委託料を、国保会

計で予算計上することとなったものです。２目連合会負担金４２１万３千円、前年度比２

４４万９千円の減。国保連合会への負担金を計上しており、減額となった主な理由は、昨

年度計上していた国保事務処理の標準システム化に伴うガバメントクラウドへの移行経費

が不要となったためで、国保連合会からの通知額により計上しております。２９３ページ

から２９４ページに移ります。２項、１目ともに運営協議会費１２万３千円、前年同額で

す。国保運営協議会に係る事務費を計上しております。２９５ページから２９６ページに

移ります。２款保険給付費、１項療養諸費、１目療養給付費３億３５４９万円、前年度比

２９４４万１０００円の減。医科、歯科、調剤等の療養給付費に係る保険者負担金を計上

しており、本年度予算額は、過去５年間の療養給付費の実績額をもとに算出しました。被

保険者数を１１９４人、１人当たり保険者負担額を２８万９７９円で見込んでおります。

２目療養費２６１万２千円、前年度比２４万円の減。柔道整復施術料は補装具の給付など

療養費に係る保険者負担額を計上しており、本年度予算額は過去５年間の療養費実績額を

もとに算出いたしました。３目審査支払手数料９２万９千円、前年度比３万６千円の減。

審査支払手数料及びレセプト電算処理システム手数料ともに過去５年間の実績額をもとに

計上しております。２９７ページから２９８ページに移ります。２項、１目ともに高額療

養費５５００万４千円、前年度比５４８万８千円の減。高額療養費に係る保険者負担額を

計上しており、本年度予算額は、過去５年間の高額療養費実績額をもとに算出しました。

２目高額介護合算療養費１０万円、前年同額です。医療保険と介護保険の自己負担合算額

が限度額を超えた場合に支給されるものになります。２９９ページから３００、３００ペ

ージに移ります。３項、１目ともに移送費１千円は科目存置です。３０１ページから３０

２ページに移ります。４項出産育児諸費、１目出産育児一時金１５０万円は前年同額です。

出産育児一時金は１件当たり５０万円で、３件分を計上しております。２目支払手数料１

千円は、前年同額です。出産育児一時金に係る支払い手数料を計上しております。３０３

ページから３０４ページに移ります。５項葬祭諸費、１目葬祭費３０万円は、前年同額で

す。葬祭費は１件当たり３万円で、過去５年間の実績をもとに１０件分を計上しておりま

す。３０５ページから３０６ページに移ります。３款国民健康保険事業費納付金、１項医

療費納付金分、１目一般被保険者医療給付費分１億６４５６万５千円、前年度比７２２万

２千円の減。医療給付費分として北海道に納める負担金でございまして、北海道からの通

知に基づき計上しております。減額となった主な理由は、道全体の保険給付費が減額とな

ったためであります。３０７ページから３０８ページに移ります。２項後期高齢者支援金
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等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分４８４１万８千円、前年度比２５５万６千

円の減。後期高齢者支援金等分として北海道に納める金額でございまして、北海道からの

通知に基づき計上しております。減額となった要因は、先ほど申し上げた医療費給付費分

と同様の理由でございます。３０９ページから３１０ページに移ります。３項、１目とも

に介護納付金分１８１０万２千円、前年度比７１万４千円の減。介護納付金分として北海

道に納める負担金でございまして、北海道からの通知に基づき計上いたしました。減額と

なった要因は、先ほど申し上げました医療費給付費分と同様の理由でございます。３１１

ページから３１２ページに移ります。４項、１目ともに子ども・子育て支援分５１７万９

千円は、本年度から子ども・子育て支援制度が創設されることに伴いまして、子ども・子

育て支援分として新設し、北海道に納める負担金でございまして、北海道からの通知に基

づき計上いたしました。３１３ページから３１４ページに移ります。４款保健事業費、１

項、１目ともに特定健康診査等事業費２５４万６千円、前年度比６万１千円の減。特定健

康診査に係る事業費として、４０歳以上７５歳未満の被保険者８２７人のうち、受診率を

３５％で見込み、２７９人分の受診に係る経費を計上しております。３１５ページから３

１６ページに移ります。２項保健事業費、１目保健衛生普及費６１４万４千円、前年度比

２０万４千円の減。本科目には、医療費の適正化に向けた事業費を計上しており、減額と

なった主な項目は、１８節負担金補助及び交付金のうち、国民健康保険被保険者分費用負

担金で、国保会計に交付される国保被保険者に係る予防接種費用を一般会計に繰り出すも

ので、対象経費の減により２５万円の減となっております。３１７ページから３１８ペー

ジに移ります。５款、１項ともに公債費、１目利子１千円は科目存置です。３１９ページ

から３２０ページに移ります。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保

険者保険税還付金１６０万円、前年度比４０万円の減。国保税の更正決定に伴う還付金で、

過去５年間の実績額をもとに計上いたしました。２目償還金２千円は前年同額で、国庫及

び道負担金・補助金の精算返納に係る科目存置です。３２１ページから３２２ページに移

ります。２項、１目ともに、延滞金１千円は科目存置です。３２３ページから３２４ペー

ジに移ります。３項診療報酬支払基金委託金、１目利子１千円は科目存置です。３２５ペ

ージから３２６ページに移ります。４項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金１億２２０

０万１千円、前年同額の計上です。北海道から国保診療所へ交付される特別調整交付金を

国保会計から繰り出すもので、詳細は国保診療所特別会計で説明いたします。３２７ペー

ジから３２８ページに移ります。７款、１項、１目ともに予備費１００万円、前年同額の

計上です。 

続きまして、歳入の説明をいたしますので、２８５ページから２８６ページをお開きく

ださい。１款、１項共に国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１億９８２８

万６千円、前年度比２８８万４千円の減。それぞれ節ごとに、医療給付費分、後期高齢者

支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の現年課税分、及び滞納繰越分を

計上しております。現年課税分のうち、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金
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分の算定に当たりましては、本定例会に上程し議決をいただきました、令和８年４月１日

適用の国保税率を用いて算出した調定見込額の９８％を計上いたしました。また、４節の

子ども・子育て支援納付金分は、令和８年度より、子ども家庭庁が子ども・子育て支援制

度を創設することに伴い新設されたものでありますが、道内で所得割、均等割、平等割が

統一される取扱いとなったことから、国保連合会で算出した額に収納率９８％を乗じた額

を予算計上しております。また、滞納繰越分につきましては、滞納繰越し調定見込額に収

納率１３．５％を乗じた額を計上いたしました。２款使用料及び手数料、１項手数料、１

目督促手数料５万円は、前年同額の計上です。２８７ページから２８８ページに移ります。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金１７

４万６千円は、歳出に計上した子ども・子育て支援制度の創設に伴うシステム改修業務に

係る財源で、全額が補助対象となる見込みです。４款道支出金、１項道負担金、１目保険

給付費等交付金５億３３６１万１千円、１節保険給付費等普通交付金３億９５６９万６千

円は、歳出予算に計上の保険者が負担する保険給付費に対しての交付金になります。２節

保険給付費等特別交付金１億３７９１万５千円のうち、１、保険者努力支援分７３１万円

は特定健診受診率向上対策に対する交付金等、２、特別調整交付金１億２２８３万６千円

は国保診療所に対する交付金等、３、都道府県２号分繰入金６７５万１千円は北海道の算

定に基づく計上です。４、特定健康診査等負担金１０１万８千円は特定健診に対する交付

金です。５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１千円は科目存置です。

６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３７９５万円、１節保険基盤安定繰

入金３７７１万円は、保険税軽減分に係る繰入れで、令和７年度決算見込額により計上。

２節未就学児均等割保険料繰入金１９万５千円は、未就学児の均等割軽減分に対する繰入

れで令和７年度決算見込額により計上。３節産前産後保険料繰入金４万４千円は、産前産

後期間の保険税減額に対する繰入れで、令和７年度決算見込額により計上。２８９ページ

から２９０ページに移ります。４節その他一般会計繰入金１千円は科目存置です。２項、

１目ともに基金繰入金１２３万８千円は、令和７年度からの税率改正に伴う激変緩和措置

として実施する就学時から１８歳以下までの子どもに係る均等割５割軽減額の財源を基金

から繰り入れるものです。７款、１項、１目ともに繰越金１００万円は前年同額で、令和

７年度決算見込額により計上。８款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険

者延滞金１０万円は前年同額で計上しました。２項雑入、１目滞納処分費１千円は科目存

置。２目一般被保険者第三者納付金２４万円は前年同額で計上。３目一般被保険者返納金

１千円は科目存置です。 

以上が、議案第２１号、令和８年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定予算の提案理

由でございます。御審議を賜り、原案のとおりご決定くださいますよう、よろしくお願い

いたします。 

続きまして、議案第２２号の提案理由を申し上げますので、３２９ページをお開きくだ

さい。 
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議案第２２号、令和８年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由を申

し上げます。 

令和８年度新冠町後期高齢者医療特別会計の予算を次のとおり定めようとするものです。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億１９５６万４千円

と定めるものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１

表、歳入歳出予算によるものとします。一時借入金、第２条、地方自治法２３５条の３第

２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００万円と定めるものです。 

それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、３３７ページから３３８ペー

ジをお開きください。歳出の説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減

理由を中心に行いますのでご了承願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費７１万５千円、前年度比４万１千円の増。本会計の事務費を計上しております。増額と

なった主な経費は、１０節需用費のうち印刷製本費で、昨年度は在庫があり、購入を要し

なかった納付書の購入に係る経費が増加したことによります、３３９ページから３４０ペ

ージに移ります。２款、１項、１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金１億１８６４万

９千円、前年度比１９５２万８千円の増。後期高齢者広域連合への納付金を計上しており

事務費負担金は、広域連合へ負担する事務費分で２２万５千円の減。保険料負担金は歳入

に計上しております被保険者が負担する後期高齢者医療保険料を広域連合へ納付するもの

で、１５９８万４千円の増。これは、被保険者数の増が主な要因と考えられます。保険基

盤安定分負担金は、保険料の軽減分に係る負担金で、８４万９千円の増で、いずれも広域

連合からの通知により計上しております。３４１ページから３４２ページに移ります。３

款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１０万円、前年同額で計上し

ております。３４３ページから３４４ページに移ります。４款、１項、１目ともに予備費

１０万円、前年同額で計上しております。 

続きまして、歳入の説明をいたしますので、３３５ページから３３６ページをお開きく

ださい。１款、１項共に後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料５２９５万６千円、

及び２目普通徴収保険料３５３０万５千円は、いずれも被保険者から徴収させていただく

保険料で、広域連合が試算し、当町へ通知のあった保険料見込額８８２６万円の６割を、

特別徴収分４割を普通徴収分に振り分けし計上したものです。なお、滞納繰越分は科目存

置になります。２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料１千円は科目存置で

す。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金５０３万２千円は広域連合に納

付する事務費負担分に係る繰入れ、２目保険基盤安定繰入金２６１６万７千円は、歳出に

計上した保険料の軽減分に係る繰入れで、いずれも広域連合からの通知等により計上して

おります。４款、１項、１目ともに繰越金１千円は、前年同額で計上。５款諸収入、１項

延滞金加算金及び過料、１目延滞金１千円は科目存置、２項償還金及び還付加算金、１目

保険料還付金１０万円は前年同額。３項、１目ともに雑入１千円は科目存置です。 

以上が、議案第２２号、令和８年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算の提案理由でご
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ざいます。ご審議を賜り、原案のとおり御決定くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再会 午後 １時００分 

 

○議長（氏家良美君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

   ◎日程第６ 議案第２３号 

○議長（氏家良美君） 日程第６、議案第２３号、令和８年度新冠町介護サービス特別会

計事業勘定予算を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

竹内老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（竹内修君） 議案第２３号、令和８年度新冠町介護サービス

特別会計事業勘定予算について、提案理由の説明を申し上げます。 

令和８年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定予算を次のとおり定めようとするもの

です。歳入歳出、予算第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２８６５万７

千円と定めようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの

金額は、第１表、歳入歳出予算によるものです。一時借入金、第２条、地方自治法第２３

５条の３第２項の規定による、一時借入金の借入れの最高額は、５００万円と定めようと

するものです。 

事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、３５５ページから３５６ページをお開

きください。１款総務費、１項一般管理費、１目施設介護サービス事業費２億８１０２万

４千円は、施設入所及び施設全体に係る経費で、前年度比１３９８万３千円の増。主な増

額は人件費７４４万８千円、需用費３６８万５千円となっております。以下、説明欄に記

載の節ごとに主なものを説明申し上げます。１節報酬から４節共済費までは正職員２１名、

会計年度任用職員７名に係る人件費、１０節需用費４６９４万９千円の内訳は、３５７ペ

ージから３５８ページを御覧ください。施設の運営管理費及び入所者に係る経費となって

おり、物価高騰により紙おむつや洗濯洗剤、給食の賄い材料費が上昇しております。１１

節役務費１７９万３千円のうち、手数料１１７万６千円は、厨房排水管清掃、一般浴槽循

環回路高圧洗浄に係る手数料となっております。これまで年１回実施しておりました施設

内のカーテンクリーニングは、業務用洗濯機を使用し、職員が行うことにより、前年度比

４７万円の減となっております。続いて１２節委託料２７０９万１千円は、施設運営管理

委託として４件、事務事業委託として５件、保守点検委託として６件、計１５件の業務委
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託に係る経費で、給食業務委託料は、診療所、恵寿荘、デイサービスで一括調理を行って

おります。夜間警備業務については、診療所と共同で委託しておりますが、特養施設の基

準の緩和により、警備員の配置義務がなくなったため、４月末の契約期間満了で終了し、

夜勤職員が巡回施錠を実施することといたします。詳細は別冊委託料一覧をご参照くださ

い。１３節使用料及び賃借料３２０万５千円は、入所者の寝具借上料のほか、介護保険シ

ステムのソフト使用料を計上しております。今年度より、寝具借り上げ料が値上がりして

おり、年間で２４万８千円の増となっております。次に、３５９ページから３６０ページ

をお開きください。１８節負担金補助及び交付金９４１万３千円は、主に職員退職手当組

合の負担金を計上しております。２６節公課費４万６千円は、消費税の納付予定額で、主

に雑入で受けている入所者の日常生活費負担金、デイサービスセンターの光熱費が対象と

なります。続いて事業２介護サービス事業運営費の１８７万３千円は、臨時的経費を計上

しております。１０節需用費４６万９千円、１１節役務費９万８千円、２６節公課費１２

万６千円は、主に公用車２台の車検整備費用です。１７節備品購入費１１８万円は、介護

用品や施設管理用備品に係るもので、そのうち夏の熱中症対策としてエアコンを脱衣室等

に追加で設置する計画で、詳細は予算説明資料２９６ページを御参照ください。また、令

和５年度に備荒資金を活用して購入した業務用洗濯機１台分の償還を計上しております。

次に、２目短期入所者生活介護事業費２９７４万円、短期入所の運営管理に係る経費で、

施設入所と併設のため、便宜上正職員１名、会計年度任用職員３名分の人件費と施設管理

費用を計上しております。前年度比１３７万５千円の増です。次に、３６１ページから３

６２ページをお開きください。３目通所介護事業費１２５３万４千円、デイサービスセン

ターの運営に係る経費で、主に指定管理料を計上、前年度比３３６万９千円の増。１２節

委託料６００万円は、デイサービスセンターの指定管理料で、過去３年間の実績と物価上

昇分を見込み計上しております。前年比３１６万５千円の減額となっております。続いて、

３６３ページから３６４ページをお開きください。事業２、介護サービス事業運営費、デ

イサービスに係る臨時的経費を計上しております。１節報酬及び８節旅費は、新冠ほくと

園との指定管理契約が令和８年度末で満了となるため、指定管理者選定委員会の開催に係

るものです。１１節役務費、１７節備品購入費、２６節公課費はデイサービスの送迎用車

両の購入費用で、現在使用している２台のうち車イス対応の車両が平成２３年購入で走行

距離が３２万キロを超えたため、新規車両に更新するもので詳細は予算説明資料２９７ペ

ージをご参照ください。続いて、３６５ページ、３６６ページをお開きください。２款公

債費、１項公債費、１目元金５１３万９千円及び２目利子１２万円は、恵寿荘に係る長期

債償還元金及び利子でございます。続いて、３６７ページから３６８ページをお開きくだ

さい。３款予備費、１項予備費、１目予備費といたしまして、前年同額の１０万円を計上

しております。 

続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、３５１ページから３５２ページを

お開きください。１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目介護施設介護サービス費
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収入１億３５７１万７千円は、恵寿荘入所者に係る法定費用の介護報酬、保険給付７割か

ら９割分です。定員５０人、稼働率９５％で計上しております。入所者の平均介護度が下

がっているため前年より減少しております。次に、２目居宅介護サービス費収入１５８５

万６千円は、短期入所利用者に係る法定費用の介護報酬、保険給付７割から９割分の収入

で、稼働率につきましては、要介護要支援を併せ前年同様６０％を見込んでおります。２

項自己負担金収入、１目自己負担金収入４１７２万９千円は、特養、ショートステイ及び

障害者短期入所の入所者利用者に係る介護報酬、予防給付の自己負担１割から３割分の収

入と食費、居住費の自己負担分となっております。３項特定介護サービス費収入、１目施

設特定介護サービス費収入２０２８万６千円は、特養入所者の食費、居住費で、収入階層

ごとの個人負担限度額と国の基準費用額との差額が補足給付されるものです。２目居宅特

定介護サービス費収入１４７万８千円は、短期特定入所者介護サービス費収入で、ショー

トステイ利用者の食費・居住費に対し、特養同様、差額が補填されるものです。２款繰入

金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金１億８５９万４千円は、収支の不足する分

を一般会計から繰入れするものです。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、前年度繰越

金といたしまして、１５０万円を計上しております。次に、同ページ下段から３５３ペー

ジ３５４ページにかけてご説明いたします。４款諸収入、１項雑入、１目雑入３４９万７

千円は、主なものといたしまして、施設入所者日常生活費、入所者貴重品管理費、デイサ

ービスセンター光熱水費などの収入となっております。 

以上、議案第２３号、令和８年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定予算の提案理由

の説明でございます。ご審議を賜り、提案どおり御決定くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第７、議案第２４号 

○議長（氏家良美君） 日程第７、議案第２４号、令和８年度新冠町立国民健康保険診療

所事業特別会計予算を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

杉山国保診療所事務長。 

○国保診療所事務長（杉山結城君） 議案第２４号、令和８年度新冠町立国民健康保険診

療所事業特別会計予算について提案理由を申し上げます。 

令和８年度新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計の予算を、次に定めるところによ

るものとします。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億７７５２万３千

円に定めようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金

額は、第１表、歳入歳出予算によるものとします。第２条、一時借入金、地方自治法第２

３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０００万円と定めるも

のであります。 
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それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、３８５ページをお開きくださ

い。１款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費７３９１万９千円。３８６ページをご

覧ください。説明欄の項目により、主な予算内容についてのみ、ご説明させていただきま

す。２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、いずれも事務職員に係る人件費。１０節

需用費２３３８万５千円、消耗品費及び修繕料の予算を増額し、需用費全体で前年度対比

で１７０万円増加しております。３８８ページに移ります。１２節委託料１６２８万３千

円、施設警備委託料など、昨年度と同じ内容で全１７業務委託料であります。前年度当初

予算対比で、全体的に委託料が増加しております。人件費増加や物件費高騰などの理由に

より委託料の増加につながっております。各委託料の予算対比については、別冊委託料一

覧表をご参照願います。１３節使用料及び賃借料３８２万５千円、土地借上料や機器使用

料、清掃資材借上料などの予算となります。３９０ページに移ります。１７節備品購入費

７０万円、１８節負担金補助及び交付金１７６万２千円、２６節公課費１４１万５千円に

ついては、前年同様な予算となっております。以上が総務費の支出予算の説明となります。

次に、医業費の支出予算の説明をいたしますので、３９１ページをお開きください。２款、

１項、１目ともに医業費３億９７１９万４千円、３９２ページをご覧ください。１節報酬

３２００万円、出張応援医師や医療技術者の個人に対する報酬予算科目でありますが、連

携医療機関の一部撤退に伴い、週末金曜日から日曜日までの休日対応等について、個人医

師に依頼することが多くなり報酬予算を増額しています。２節給料、３節職員手当等、４

節共済費については、事務職員以外の医師や医療技術者等の職員に係る人件費、３９４ペ

ージに移ります。１０節需用費２１５０万円、医薬材料費は、入院患者さんや休日夜間の

救急患者さん用の医薬品全般、ワクチン類、血液、酸素、プラスチック手袋、マスクなど

幅広く支出する予算、１２節委託料４４７７万３千円、医事業務委託料など、昨年度と同

じ内容で２２業務委託料であります。前年度当初予算対比で全体的に委託料が増加してお

ります。人件費増加や物価高騰などの理由により、委託料の増加に繋がっています。各委

託料の予算については、別冊委託料一覧表をご参照願います。１３節使用料及び賃借料４

８万円、前年度より減額予算を見込みます。１８節負担金補助及び交付金３５１５万３千

円、連携医療機関の一部撤退に伴い、対前年度対比で医師出向負担金の予算を減額してお

り、先ほど説明した報酬予算に減額相当予算を移しております。３９５ページ及び３９６

ページに移ります。２目施設費、１０節需用費５０万円は、修繕料として前年度と同額予

算を見込みます。３９７ページ３９８ページに移ります。３款、１項ともに公債費、１目

償還金元金、２目償還金利子、２２節償還金利子及び割引料の予算計上については、過去

に借入れした過疎債のうち、償還残高が残っている町債元金及び利子償還金の返済予算。 

次に、歳入の説明をいたしますので、３８４ページをお開きください。款項目の説明を

省略し、上から主な節の内容を説明いたします。健診等収入１８７３万円、会社や個人の

健康診断収入は、前年度と同額程度の収入予算を見込み、インフルやコロナワクチン接種

料金については減額予算収入としています。入院診療収入６４０５万７千円、入院患者数
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及び収益については、前年度同額の予算を見込みます。外来診療収入６８２６万３千円、

令和７年度の外来患者数や収益等を総合的に考慮しまして、前年度より１８８５万円減額

の予算を見込みます。使用料１３万５千円、入院患者さんから頂く病衣使用料の収入、手

数料５０万円、診断書や種証明書発行の収入、委託料収入３００万円、恵寿荘入所者の定

期回診等健康状態確認のための医師派遣収入、一般会計繰入金１億９９７６万７千円、診

療所事業運営にかかる収入、支出の収支不足分を一般会計から繰入れするものであります。

国保会計繰入金１億２２００万１千円、国保会計を経由して国保特別調整交付金を収入す

る予算でありますが、昨年度と同額の予算を見込みます。繰越金５０万円、繰越金予算を

５０万円といたします。雑入５７万円、自動販売機の設置料収入などであります。道補助

金は予算計上しておりません。廃款です。昨年度までは人件費を対象とする、電源立地地

域対策交付金収入を診療所特別会計予算において、予算計上しておりましたが、診療所閉

所方針決定に伴い職員体制が今後不安定となることから、子ども園人件費予算に早めに変

更を図るものです。 

以上が、議案第２４号の提案理由でございます。ご審議を賜り、原案どおりご決定くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第８、議案第２５号 ～ 日程第９、議案第２６号 

○議長（氏家良美君） 日程第８、議案第２５号、令和８年度新冠町簡易水道事業会計予

算、日程第９、議案第２６号、令和８年度新冠町下水道事業会計予算、以上２件を一括議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

寺西建設水道課参事。 

○建設水道課参事（寺西訓君） 議案第２５号、令和８年度新冠町簡易水道事業会計予算

について提案理由の説明を申し上げます。 

４０９ページをお開きください。第１条総則、令和８年度新冠町簡易水道事業会計の予

算は次に定めるところによるものです。第２条、業務の予定量、業務の予定量は次の通り

のものです。令和７年度の実績量をもとに、令和８年度の業務の予定量を定めております。

１、給水戸数２１３２戸、２、年間送水給水量６０万１３４１立方メートル、３、１日平

均給水量１６４８立方メートル、４、主な建設改良事業、水道施設維持工事１３８６万円

を予定しております。第３条、収益的収入及び支出収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定めるものです。収入、第１款簡易水道事業主収益総額２億９６２６万２千円を計

上、内訳は、第１項営業収益１億４０１６万８千円、２項営業外収益１億５６０９万４千

円を計上。支出、第１款簡易水道事業費用総額２億７０７０万３千円を計上、内訳は第１

項営業費用２億５１９０万円、第２項営業外費用１８７０万３千円、第３項予備費１０万

円を計上。第４条、資本的収入及び支出。資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定め
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るものです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５９４５万２千円は、当年度

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１７万５千円、当年度損益勘定留保資金３３８

９万３千円、繰越未処分利益剰余金１１０７万１千円及び当年度未処分利益剰余金１２３

１万３千円で補填することとしています。４１０ページへ移ります。収入、第１款資本的

収入総額４２０２万６千円を計上しております。内訳は、第１項企業債５３０万、第２項

他会計補助金３６７２万６千円。支出、第１款資本的支出総額１億１４７万８千円を計上

しております。内訳は、第１項建設改良費１９２１万７千円、第２項企業債元金償還金７

３４５万３千円、第３項固定資産購入費８８０万８千円を計上しております。第５条、企

業債。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおり定めようとす

るものです。簡易水道施設整備事業、限度額５３０万円は、北星町町有地開発事業水道実

施設計業務委託に関わるもの。なお、起債の方法、利率償還方法につきましては記載のと

おりでございます。第６条、一時借入金、一時借入金の限度額を１億と定めようとするも

のです。第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用、予定支出の各項の経費の金額の流

用することができる場合は、次のとおり定めるものです。１、収益的支出における各項間

の流用、２、資本的支出における各項間の流用を定めるものでございます。４１１ページ

に移ります。第８条、他会計からの補助金、簡易水道事業運営のため、一般会計からこの

会計補助を受ける金額は９８６４万９千円と定めるものです。第９条、利益剰余金の処分、

繰越未処分利益剰余金のうち１１０７万１千円及び、当年度未処分利益剰余金のうち１２

３１万３千円は次のとおり処分するものと定めるものです。１、第４条、資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額の補填として、２３３８万４千円と定めるものです。 

次に予算明細書、第３条、収益的収入及び支出の収益的支出から説明しますので、４２

４ページをお開きください。なお、別冊により、委託料一覧・工事請負費一覧を配付させ

ていただいておりますので、説明につきましては予算区分の目における前年度対比の増減

が大きいものの理由を中心に行いますのでご了承願います。第３条、収益的支出、第１款

簡易水道事業費用、第１項営業費用、１目原水及び浄水費５０１３万４千円、前年度対比

２３４万円の増。水源及び浄水設備に関わる維持等に要する費用を計上しております。主

な増額は通信運搬費における専用回線使用料の値上げに伴う増。委託料における水質検査

業務委託料、法改正による検査項目追加に伴う増。動力費における電気料の増加が主なも

のです。２目配水及び給水費７６７万９千円、前年度対比６２万３千円の増。配水地、配

水管、給水設備、その他設備に要する費用を計上しております。主な増額は、通信運搬費

における専用回線使用料の値上げに伴う増。委託料における水道管路台帳システムデータ

ー更新業務委託における太陽地区管路整備完了に伴う台帳更新の増。動力費における電気

料の増加が主なものです。３目受託工事費４０７１万７千円、前年度比１１５９万４千円

の増。給水装置新設におけるメーター器材料代及び倹満におけるメーター器交換に要する

費用を計上しております。主な増額については、メーター機交換対象箇所数の増によるも

のです。４目業務費２３３２万円、前年度対比３５１万１千円の増。料金調定集金及び検
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診その他業務に要する費用を計上しております。主な増額は、委託料における検針等業務

委託料、労務単価増に伴う増。材料費、メーター器交換材料代交換対象箇所数の増に伴う

ものが主なものです。４２５ページに移ります。５目総係費２９９万１千円、前年度対比

１１６８万６千円の減。簡易水道事業活動全般に関する費用を計上しております。主な減

額は、職員給与１名分を計上しておりましたが、令和８年度より一般会計で計上するため

です。６目減価償却費１億２７０５万９千円、前年度対比３５４万７千円の減。２項営業

外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費１０３９万４千円、前年度対比１１２万４千円

の減。２目消費税及び地方消費税８３０万９千円、前年度対比前年度同額を計上しており

ます。第３項予備費、１目予備費１０万円は前年度と同額を計上しております。 

続きまして、第３条、収益的収入及び支出の収入について説明いたしますので、４２３

ページをお開きください。第３条、収益的収入、第１款簡易水道事業収益第１項営業収益、

１目給水収益１億３９８１万６千円、前年度対比２３２万１千円の減。水道使用料に対す

るものです。主な減額は、令和７年度実績をもとに算出しておりますが、使用料減少に伴

う減となります。２目受託工事収益１９万２千円、前年度対比、同額となります。一般新

築住宅家庭用のメーター器新設１０個分の売払収入分を計上しております。３目その他営

業収益１６万円、前年度対比３万円の減。給水工事審査工事検査手数料と、指定給水装置

工事事業者指定手数料に対するもので、更新対象指定店が減ったためです。第２項営業外

収益、１目他会計補助金６２９２万８千円、前年度対比６６７万４千円の増。企業会計へ

一般会計からの補助金と消火栓管理等負担金に対するものを計上しております。２目長期

前受金例入９３１６万６千円、前年度対比２９２万６千円の減。減価償却費が資産取得費

を使用期間全体に割り振る一方、その財源となった国庫補助金を毎年収益として振り分け

た金額に対するものです。 

次に、第４条、資本的収入及び支出の支出について説明いたしますので、４２７ページ

をお開きください。第４条、資本的支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費、１目建

設改良費１９２１万７千円、前年度対比９９７万７千円の減。建設改良費に伴うもので、

１３節委託料、北星町町有地開発事業水道実施設計業務委託を計上、２８節工事請負費、

新和浄水場水質計器更新工事ほか１件を計上しております。第２項企業債元金償還金、１

目企業債元金償還金７３４５万３千円、前年度対比１１３１万３千円の減。第３項固定資

産購入費、１目リース債務返済８８０万８千円、前年度対比２千円の減。令和５年度更新

水道施設集中監視システムの償還金及び、令和６年度更新上下水道料金システムの償還金

を計上しております。 

次に、第４条、資本的収入及び支出の収入について説明いたしますので、４２６ページ

をお開き願います。第４条、資本的収入、第１款資本的収入、第１項企業債、１目建設改

良事業債５３０万円、第５条、企業債で説明いたしましたので省略させていただきます。

第２項他会計補助金、１目他会計補助金３６７２万６千円、前年度対比５６５万７千円の

減。一般会計からの補助金で、基準内繰入の金額を計上しております。第３項その他資本
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的収入、１目その他資本的収入、廃項となります。なお、４１２ページから４２２ページ

は、予算に関する説明資料を添付いたしておりますので説明を省略させていただき、後ほ

どご覧願います。 

以上が、令和８年度新冠町簡易水道事業会計予算の提案理由の説明をいたしました。ご

審議を賜り、提案どおりご決定頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

引き続き、議案第２６号、令和８年度新冠町下水道事業会計予算の提案理由を説明いた

しますので、４２８ページをお開きください。 

議案第２６号、令和８年度新冠町下水道事業会計予算について提案理由を申し上げます。

第１条、総則、令和８年度新冠町下水道事業会計の予算は次の次に定めるところによるも

のです。第２条、業務の予定量、業務の予定量は次のとおりとするものです。令和７年度

の実績量をもとに令和８年度の業務の予定量を定めております。１、接続人口２８９８人、

２、年間処理水量２４万１０００立方メートル、３、１日平均処理量６６０立方メートル

といたしております。４、主要な建設改良事業につきましては、下水道施設汚水幹線工事

８６５７万円を予定しております。第３条、収益的収入及び支出、収益的収入及び支出の

予定額は、次のとおり定めるものです。収入、第１款下水道事業収益、総額１億９１９６

万３千円を計上しております。内訳は、第１項営業収益４３５２万円、第２号、営業外収

益１億４８４４万３千円を計上しております。支出、第１款下水道事業費用、総額１億７

１３３万６千円を計上しております。内訳は、第１項営業費用１億６６４０万４千円、第

２項営業外費用４８３万２千円、第３項予備費１０万円を計上しております。第４条、資

本的収入及び支出、資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定めるものです。資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額５０９７万１千円は、当年度消費税及び地方消費税、

資本的収支調整金１０３４万８千円、当年度損益勘定留保資金３０３４万４千円、繰越未

処理利益余剰余金７０万１千円、及び当年度未処分利益剰余金９５７万８千円で補填する

こととしております。４２９ページに移ります。収入、第１款資本的収入、総額１億４６

０２万９千円を計上しております。内訳は企業債、６５８０万円、第２項他会計補助金３

２９２万９千円、第３項国庫補助金４７３０万円を計上しております。支出、第１款資本

的支出、総額１億９７００万円を計上しております。内訳は第１項建設改良費１億１４９

２万円、第２項企業債元金償還金６５８５万８千円、第３項固定資産購入費１６２２万２

千円を計上しております。第５条企業債、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、次のとおり定めようとするものです。下水道施設整備事業、限度額６５８０

万円は、委託料及び工事５件に関わるもの。なお、起債の方法、利率償還の方法につきま

しては、記載のとおりでございます。第６条、一時借入金、一時借入金の限度額を１億円

と定めようとするものです。第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用することができ

る場合は、次のとおり定めるものです。１、収益的支出における各項の流用、２、資本的

支出における各項の流用を定めるものです。４３０ページに移ります。第８条、他会計か

らの補助金、下水道事業運営のため、一般会計からのこの会計補助を受ける金額は、１億
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５４万７千円と定めるものです。第９条、利益剰余金の処分、繰越未処理分利益剰余金の

うち７０万１千円及び、当年度未処分利益剰余金のうち９５７万８千円は、次のとおり処

分するものと定めるものです。１、第４条、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額の補填として、１０２７万９千円を計上するものです。 

それでは、第３条、収益的収入及び支出の支出から予算明細書で説明いたしますので、

４４３ページをお開きください。説明につきましては、簡易水道事業同様に予算区分の目

における前年度比の増減が大きいものの理由を中心に行いますのでご了承願います。収益

的支出、第１款下水道事業費用、第１項営業費用、１目管渠費４０２万円、前年度比同額。

管路施設の維持管理に要する費用を計上しております。２目ポンプ場費１９６５万２千円、

前年度比８２万９千円の増。ポンプ場施設の維持管理に要する費用を計上しております。

主な増額は委託料、ポンプ場管理委託料で、労務単価増によるものです。３目業務費５６

万２千円、前年度比１万６千円の増。料金調定集金、その他業務に要する費用を計上して

おります。４目、総係費３１００万１千円、前年度比１６７２万７千円の減。下水道事業

活動全般に関する費用を計上しております。主な減額については、職員給与１名分を計上

しておりましたが、令和８年度より一般会計で計上するため、また、負担金、下水道事業

維持管理負担金、新ひだか町との公の施設の使用に関する協定書、第５条に基づく新ひだ

か町静内終末処理場維持管理に関わる負担金で、実績での汚水流入比の減に伴うものです。

４４４ページに移ります。５目減価償却費１億１１１６万９千円、前年度比１６３万１千

円の増。令和７年度分減価償却費を計上しております。第２項営業外費用、１目支払い利

息及び企業債取扱諸費３６４万５千円、前年度比８５万５千円の減。企業債利息及び備荒

資金組合長等事業利息を計上しております。２目消費税及び地方消費税１１８万７千円、

前年度比７万１千円の減。令和８年度予算に基づき、令和９年度申告分の消費税の額を計

上しております。第３項１目ともに予備費１０万円、前年度比増額となっております。 

続きまして、第３条、収益的収入及び収益的収入について説明いたしますので、４４２

ページをお開きください。第３条、収益的収入、第１款下水道事業収益、第１項営業収益、

１目下水道使用料４３５０万９千円、前年度比２５８万９千円の減。現年、現年度分の下

水道使用料で、令和７年度実績をもとに前年度比に乗じ算出しております。人口減少が主

な要因となっているものと考えております。２目その他営業収益１万１千円、前年度比２

８万７千円の減。主な減額は、手数料において、排水設備工事責任技術者及び排水設備工

事指定店の更新対象減に伴うものです。第２項営業外収益、１目他会計補助金６７６１万

８千円、前年度比１２５７万円の減。一般会計からの補助金として計上しております。２

目長期前受金戻入８０８２万５千円、前年度比４２万４千円の増。減価償却費が資産取得

経費を使用期間全体に割り振る一方、その財源となった国庫補助金を、毎年度収益として

振り分けた金額を計上しております。 

続きまして、第４条、資本的収入及び支出の支出について説明いたしますので、４４６

ページをお開きください。第４条、主幹資本的支出、第１款資本的支出、１項、１目とも
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に建設改良費１億１４９２万円、前年度比５５２８万９千円の増。主な増額は委託料、北

星町町有地開発事業、下水道実施設計業務委託ほか１件の委託料、工事請負費、新冠ポン

プ場自動給水装置改築工事ほか４件の工事を計上しております。第２項１目ともに、企業

負担金償還金６５８５万８千円、前年度比２８６万８千円の減。長期債に係る元金償還を

計上しております。第３項固定資産購入費、１目無形固定資産購入費１５７４万２千円、

前年度比１３４万４千円の増。新ひだか町の施設の使用に関する協定書、第５条に基づく

建設負担金で、静内終末処理場、木場町ポンプ場、汚水流末幹線の建設費に伴う新ひだか

町の一般財源分に対し、各負担率に基づき支払うもので、主な増額は静内終末処理場にお

ける施設更新に伴うものです。２目リース償還返済４８万円、前年度比４千円の減。令和

６年度導入上下水道料金システムにおける令和８年度分元金償還額を計上しております。 

続きまして、第４条の資本的収入及び支出の収入について説明いたしますので、４４５

ページをお開き願います。第４条、資本的収入、第１款資本的収入、第１項企業債、１目

建設改良企業債６５８０万円、前年度比３６２０万円の増。第５条、企業債で説明しまし

たので省略させていただきます。第２項１目ともに他会計補助金３２９２万９千円、前年

度比１４３万４千円の減。一般会計からの補助金を計上しております。第３項、１目とも

に国庫補助金４７３０万円、前年度比１７６３万３千円の増、社会資本整備総合交付金事

業で、新冠ポンプ場自動給水装置改築工事ほか４件に対する補助金で、国費率は５０％で

ございます。なお、４３１ページから４４１ページは予算に関する説明資料を添付してお

りますので、説明を省略させていただき、後ほどご覧願います。 

以上が、議案第２６号、令和８年度新冠町下水道事業会計予算の提案内容の説明をいた

しました。ご審議を賜り、原案のとおりご決定頂きますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第１０ 会議案第１号 

○議長（氏家良美君） 日程第１０、会議案第１号、特別委員会の設置についてを議題と

いたします。 

ただいま、提案理由の説明がありました。議案第２０号から第２６号までの７件につい

ては、新冠町議会委員会条例、第５条、第１項及び、第２項の規定により、議会としてこ

れを慎重審議するため、議員全員で構成する令和８年度新冠町一般会計等予算審査特別委

員会を設置し、議案第２０号から第２６号までを付託の上、審査することにいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（氏家良美君） 異議なしと認めます。 

よって議案第２０号から第２６号までの７件は、ただいま設置されました、令和８年度

新冠町一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 
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なお、ただいま設置されました、令和８年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会にお

いては、正副委員長を互選し、後刻報告をお願いします。 

 

   ◎閉議宣言 

○議長（氏家良美君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後３時３０分 閉議） 

 

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


